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第１章 都市計画決定権者の名称並びに事業者の

名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所

在地 
 

１－１ 都市計画決定権者の名称 

1-1-1 都市計画決定権者の名称 

銚子市 

1-1-2 代表者の氏名 

銚子市長 越川 信一 

1-1-3 主たる事務所の所在地 

千葉県銚子市若宮町１番地の１ 

 

１－２ 事業者の名称 

1-2-1 事業者の名称 

東総地区広域市町村圏事務組合 

1-2-2 代表者の氏名 

管理者 米本 弥一郎 

1-2-3 主たる事務所の所在地 

千葉県旭市高生１番地 

 

１－３ 都市計画の種類及び名称 

1-3-1 都市計画の種類 

ごみ焼却場 

1-3-2 都市計画の名称 

東総地区広域ごみ処理施設 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 都市計画対象事業の名称及び内容 
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第２章 都市計画対象事業の名称及び内容 
 

２－１ 都市計画対象事業の名称 

東総地区広域ごみ処理施設建設事業 

 

２－２ 都市計画対象事業の内容 

2-2-1 都市計画対象事業の種類の細分 

廃棄物溶融施設の設置 

2-2-2 対象事業の実施された区域の位置 

本事業の実施された区域は、図2-2.1(1)に示すとおり、銚子市西部に位置する。また、詳

細な位置は図2-2.1(2)、(3)に示すとおりである。 

所 在 地：千葉県銚子市野尻町1678番地１ ほか 

区域の面積：約 48,740ｍ2 

 

 

注）「東総地区広域ごみ処理施設建設事業に係る環境影響評価書（平成 29年 12 月、銚子市）」（以下、

評価書という。）の提出後、対象事業変更届出書（平成 31 年 3月 29 日）において事業内容の変更

を行っている。本報告書では、変更後の内容を記載している。 
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図 2-2.1(1) 組合構成市及び対象事業実施区域（令和２年２月時点） 

印西市 

大網白里市 

Ｎ

対象事業実施区域 

東総地区広域市町村圏 
事務組合構成市 
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凡 例 

    対象事業実施区域 

    市町境 

    県境 

図 2-2.1(2) 対象事業実施区域（位置図） 

Ｎ

１：５０，０００ 
0 500m 1km 2km 

この地図は、国土地理院発行の1：50,000地形図「八日市場」「銚子」を使用したもの
である。 
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図 2-2.1(3) 対象事業実施区域（詳細図） 

１：２，５００ 
0 25m 50m 100m 

Ｎ
凡 例 

    対象事業実施区域 

この地図は、「銚子市平面図 13」を使用したものである。 



2-5 

2-2-3 都市計画対象事業の規模 

都市計画対象事業（以下、「本事業」という。）において設置するごみ処理施設は、熱回収

施設と、缶類、ペットボトル等の選別、圧縮、梱包、保管等を行うマテリアルリサイクル推

進施設であり、その計画規模は以下のとおりである。 

○ 熱回収施設：198ｔ/日（シャフト式ガス化溶融炉 99ｔ/日×２炉） 

○ マテリアルリサイクル推進施設：6.2ｔ/日 

表2-2.1 熱回収施設及びマテリアルリサイクル推進施設の計画規模 

区分 熱回収施設 
マテリアルリサイクル推進施設 

缶類 ペットボトル 小計 

計画規模 198ｔ/日 3.6ｔ/日 2.6ｔ/日 6.2ｔ/日 

 

2-2-4 その他都市計画対象事業の内容に関する事項 

１． 土地利用計画 

本事業の土地利用計画及び実績は、表2-2.2及び図2-2.2に示すとおりとなっており、対象

事業実施区域の面積は約48,740ｍ2（実績は48,738ｍ2）である。 

建築物等として工場棟（熱回収施設及びマテリアルリサイクル推進施設の合棟）、管理棟、

ストックヤード等を配置し、また、構内道路・駐車場等や緑地を整備した。 

熱回収施設及びマテリアルリサイクル推進施設の作業動線や搬出入動線、ストックヤード

及び一般車両動線等の安全を十分に考慮し、作業動線と見学者及び訪問者の動線をできる限

り分離するものとした。 

表2-2.2 土地利用計画 

区  分 
計画 実績 

面積（ｍ2） 構成比（％） 面積（ｍ2） 構成比（％） 

建
築
物
等 

工場棟 約5,730 11.8 4,771 9.8 

管理棟 約 540 1.1 536 1.1 

ストックヤード 約 480 1.0 481 1.0 

車庫棟 0 0 0 0.0 

その他 約 870 1.8 2,084 4.3 

計 約7,620 15.6 7,872 16.2 

構内道路・駐車場等 約18,560 38.1 18,542 38.0 

緑  地 約18,060 37.1 17,827 36.6 

調 整 池 約4,500 9.2 4,497 9.2 

合  計 約48,740 100.0 48,738 100.0 

注）構成比は、敷地全体に対する比率を記載している。なお、構成比は小数点以下第２位以下を四捨五入している
ため、計と内訳の合計が一致しない場合がある。 
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２． ごみ処理施設の概要 

（１）対象ごみの種類 

本事業において処理する廃棄物は、構成市から排出される一般廃棄物である可燃ごみ、

粗大ごみ、不燃ごみ、資源ごみ及びし尿処理汚泥である。施設規模については、「一般廃

棄物（ごみ）処理基本計画」（平成 25 年３月）において算定しており、さらに、施設の詳

細については、「ごみ処理施設整備基本構想」（平成 25 年３月）及び広域ごみ処理施設整

備基本計画（平成 28 年３月）において検討したものである。施設規模の検討に用いた施

設稼働開始予定年度の処理量（令和３年度（2021 年度））は、図 2-2.3 に示すとおり推定

した。また、計画ごみ質は、表 2-2.3 に示すとおりである。 

① 熱回収施設 

可燃ごみ（プラスチック類を含む）は、熱回収施設で処理する。粗大ごみ及び不燃ご

みは、破砕設備において破砕し、熱回収施設で処理する。 

し尿処理汚泥については、地元住民の理解を得たうえで、含水率70％以下のものにつ

いて受け入れ、熱回収施設で処理する。 

② マテリアルリサイクル推進施設 

資源ごみのうち、缶類・ペットボトルについては、袋で収集し、破除袋後、缶類はス

チール・アルミに選別、ペットボトルはふた・帯を除去し、圧縮・梱包し保管して再生

利用業者に再生委託する。なお、残渣は熱回収施設で処理する。 

その他の資源ごみについては、ストックヤードに保管して再生利用業者に再生委託す

る。 

 

 

 

 

 

注１）可燃ごみにはプラスチック類を含む。 

注２）施設規模の検討に用いた令和３年度（2021 年度）の処理量は、「一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」（平

成 25年３月）での予測値をもとに、近年のごみの処理実績を考慮して設定した。 

出典：「広域ごみ処理施設整備基本計画」（平成 28年３月 東総地区広域市町村圏事務組合）をもとに作成 

図 2-2.3 施設規模の検討に用いた処理量（令和３年度（2021 年度）） 

熱回収施設の処理量 

 
可燃ごみ 

47,941ｔ 

不燃ごみ 

2,772ｔ 

粗大ごみ 

1,934ｔ 

資源ごみ 

破砕設備 

4,706ｔ 

不純物 

除去等 
分別 

可燃系残渣 

271ｔ 

処理量 

52,918ｔ 
し尿処理汚泥 

1,670ｔ 

（年間処理量） 
資源化 
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表2-2.3 計画ごみ質 

項目 単位 低質ごみ 基準ごみ 高質ごみ 

水 分 ％ 54.3 47.5 40.9 

可燃物 ％ 36.4 42.8 49.2 

灰 分 ％ 9.3 9.7 9.9 

低位発熱量 
kJ/㎏ 6,100 8,800 11,500 

kcal/㎏ 1,500 2,100 2,700 

単位体積重量 kg/ｍ3 223 177 132 

注）構成市焼却施設のごみ質の実績（平成21～25年度の５年間）をもとに、計画施設の対象ごみの種類を考慮
して設定した。 

出典：「広域ごみ処理施設整備基本計画」（平成28年３月 東総地区広域市町村圏事務組合） 

 

（２）処理方式等 

熱回収施設の処理方式については、有識者、構成市住民代表、施設周辺住民代表及び構

成市職員を委員とする「東総地区広域ごみ焼却施設建設計画検討委員会」（以下、「委員会」

という。）を平成24年４月に設置し、ストーカ式焼却炉、流動床式ガス化溶融炉、シャフ

ト式ガス化溶融炉の３方式について検討を行った。委員会において、次に示すとおり評価

にあたっての大前提及び施設整備の基本方針を設定し、これらの観点から検討を行った。 

 

【評価にあたっての大前提】 

◎環境に配慮した施設 

◎安全・安心な施設整備 

 

【施設整備の基本方針】 

・建設費や維持管理費を含めた全体的な費用の縮減 

・ダイオキシン類等の有害物質による環境負荷の低減 

・減量化・再資源化の推進 

・発電等の熱回収による地球温暖化防止 

 

選定の結果、各処理方式とも、長期間の稼働実績を有し、多くの他地方公共団体での採

用実績から信頼性も同程度であると推考されたものの、施設を整備する地域は河口、河川

を有し、海岸漂着ごみ、流木ごみなど特殊なごみの発生、また、水分、塩分を多く含む多

様なごみの処理が考えられることから、地域特性に応じたこれらの多種多様なごみに柔軟

に対応できる処理方式が求められる。さらに、地勢を考慮し、埋め立てる最終処分量を可

能な限り低減し、最終処分場の負荷を軽減することが重要である。 

これらのことを考慮し選定した結果、シャフト式ガス化溶融炉が妥当であるとの結論に

至った。 
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３． 処理方式の概要及び処理の流れ 

（１）熱回収施設 

ア．処理方式の概要 

本事業で採用した処理方式であるシャフト式ガス化溶融炉について、概要を表 2-2.4

に示す。 

表2-2.4 処理方式の概要（シャフト方式：コークスベッド式の代表例） 

概 念 図 概 要 説 明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：メーカーパンフレット 

竪型の炉にごみを入れ、コークスを用い

て溶融するもので、高炉の技術を応用し

ている。鉄の溶融温度より高い温度で溶

融するため、不燃ごみや不燃性粗大ごみ

も処理可能である。 

①ごみを炉の上からコークス及び石灰

とともに投入する。 

②炉内はごみが積み上がっている形式

と流動している形式がある。 

③炉下部からの熱風により、ごみを

300℃程度で乾燥させ、順次下降し、

さらに高温状態でガス化及び炭化さ

せる。 

④炭化したごみは、さらに落下し、酸素

を供給することで 1,700～1,800℃程

度の高温で溶融される。 

⑤溶融物は、水砕槽で冷やされる。この

ときスラグは破砕状態となり、金属類

は小さな塊になる。金属類は磁力選別

により、ほぼ完全に分離される。 

⑥分解ガスは、炉の上から２次燃焼室に

送られ、燃焼熱は、発電等に利用され

る。 
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イ．処理の流れ 

熱回収施設の処理フローのイメージは図 2-2.4 に示すとおりである。処理は次のとお

りの流れで行われる。 

① 受入供給設備 

廃棄物は、計量後にプラットホームからごみピットに投入する。ごみピットの廃棄

物は十分に攪拌のうえ、ごみクレーンによりホッパへ投入する。 

なお、粗大ごみは破砕機により破砕し、ごみピットに投入する。 

② 溶融設備 

ガス化溶融炉に供給した廃棄物は、炉下部からの熱風により乾燥され、さらに高温

状態でガス化及び炭化された後、1,650～1,800℃程度の高温で溶融される。 

また、ガス化溶融炉から出た可燃性の熱分解ガスは、２次燃焼室において完全燃焼

する。滞留時間は２秒以上、温度は 850℃以上とする。 

③ 熱回収設備 

溶融設備出口に廃熱ボイラ及びエコノマイザを設置して高温の排出ガスから廃熱

回収を行い、発生した蒸気を用いてタービン発電機により発電する。 

また、発電のほか、場内給湯等にも有効利用する。 

④ 排出ガス処理設備 

排出ガス中の主な汚染物質（硫黄酸化物、窒素酸化物、ばいじん、ダイオキシン類、

塩化水素等）対策のために、減温塔、バグフィルタ（ろ過式集じん器）、触媒脱硝装

置等を組み合わせた排出ガス処理設備を設け、これにより排出ガスの自主基準値を遵

守する（具体的な内容は後述「５．大気汚染防止計画」の項参照）。 

⑤ スラグ・メタル処理設備 

溶融物は、水砕槽で冷却され、スラグは破砕状態となり、金属類は小さな塊になる。

金属類は、磁力選別により分離される。 

⑥ 飛灰処理設備 

バグフィルタで捕集された飛灰は、飛灰処理設備により重金属等をキレート等で固

定化し、場外へ搬出する。 
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図 2-2.4 処理フローの概要（熱回収施設） 

＜配置イメージ＞ 

＜処理の流れ＞ 

：ごみの流れ 

：排ガスの流れ 

：焼却灰、スラグ等の流れ 

：熱の流れ 
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※排水のフローについては、後述「６．水質汚濁防止計画」の

項参照 
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ウ．主要設備機器及びその内容 

主要設備機器及びその内容は、表 2-2.5 に示すとおりである。 

 

表 2-2.5 主要設備機器及びその内容 

設備名称 機器名称 数量 仕様等 

受入供給設備 

計量機 3 基 ロードセル式（４点支持） 

ごみピット 1 基 水密鉄筋コンクリート造 

ごみクレーン 2 基 天井走行クレーン 

低速二軸回転破砕機 1 基 低速二軸式 

粗大ごみ破砕機用油圧装置 3 基 油圧式 

ごみ投入扉用油圧装置 1 基 油圧式 

溶融設備 

ごみホッパ 2 基 溶接鋼板製 

給じん装置用油圧装置 2 基 油圧式 

ガス化溶融炉 2 基 シャフト式 

焼却室 2 基 旋回燃焼式 

酸素発生装置 1 基 PSA 方式 

窒素発生装置 1 基 PSA 方式 

燃焼ガス冷却 

設備 

ボイラ 2 基 自然循環式水管ボイラ 

脱気器 2 基 蒸気加熱スプレー式 

ボイラ給水ポンプ 4 基 横型多段遠心ポンプ等 

脱気器給水ポンプ 2 基 渦巻き式 

蒸気復水器 1 基 強制空冷式 

純水装置 1 基 イオン交換式等 

排出ガス処理設備 

減温塔 2 基 水噴射式 

有害ガス除去装置 1 式 乾式有毒ガス除去装置、消石灰吹込式 

ろ過式集じん器 2 基 バグフィルタ式 

排ガス再加熱器 2 基 蒸気式熱交換器 

触媒脱硝装置 2 基 触媒脱硝方式 

熱回収設備 
蒸気タービン 1 基 蒸気復水タービン 

蒸気タービン発電機 1 基 三相交流同期発電機 

通風設備 

押込送風機 2 基 片吸込ターボ形 

誘引通風機 2 基 両吸込ターボ形 

二次送風機 2 基 片吸込ターボ形 

燃焼用空気予熱器 2 基 蒸気加熱式 

煙突 1 基 外筒支持型鋼製内筒式 

スラグ・メタル処

理設備 

スラグ・メタル搬出装置 2 基 振動コンベヤ等 

スラグヤード 1 基 水密鉄筋コンクリート造 

メタルバンカ 1 基 バンカゲート式 

飛灰処理設備 
混練機 2 基 振動混練式 

溶融飛灰貯留バンカ 1 基 バンカゲート式 

給水設備 
機器冷却水ポンプ 2 基 横型渦巻式 

クーリングタワー 1 基 強制通風式 

排水処理設備 排水処理設備 1 式 

ごみ汚水系 蒸発酸化処理方式 

有機系排水 接触酸化処理方式 

無機系排水 凝集沈殿方式＋ろ過 

雑設備 

空気圧縮機 3 基 自動アンローダ式 

計装用空気圧縮機 1 基 自動アンローダ式 

脱臭装置 1 基 吸着方式 
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（２）マテリアルリサイクル推進施設 

ア．処理方式の概要 

マテリアルリサイクル推進施設における処理の概要は、表2-2.6に示すとおりである。 

なお、処理に伴い発生する残渣は、熱回収施設で処理する。 

 

表2-2.6 マテリアルリサイクル推進施設の概要 

項 目 処理方法 主な設備 

缶類 

袋で収集し、破除袋後、スチ
ール・アルミに選別し、圧
縮・梱包。保管して再生利用
業者に再生委託。 

・受入ヤード     ・受入ホッパ 
・受入・供給コンベア ・破除袋機 
・選別コンベア    ・磁力選別機 
・アルミ選別機    ・スチール搬送コンベア 
・アルミ搬送コンベア ・缶類圧縮機 
・成形品ヤード 

ペットボトル 

袋で収集し、破除袋後、ふ
た・帯を除去し、圧縮・梱包。
保管して再生利用業者に再
生委託。 

・受入ヤード     ・受入ホッパ 
・受入・供給コンベア ・破除袋機 
・選別コンベア    ・ペットボトル選別機 
・圧縮梱包機     ・成形品ヤード 

その他 
・びん類 
・白色トレイ 
・乾電池 
・蛍光管・体温計 

ストックヤードで選別し、保
管して再生利用業者に再生
委託。 

－ 

注）白色トレイを中間処理（溶融等）する場合は、溶融設備を設置する。また、蛍光管を中間処理する場合は、 

蛍光管破砕機等を設置する。 

 

イ．処理の流れ 

マテリアルリサイクル推進施設の処理フローのイメージは図2-2.5に示すとおりであ

る。 
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図 2-2.5 処理フローの概要（マテリアルリサイクル推進施設） 
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４． 公害防止に係る自主基準値 

本事業における公害防止に係る自主基準値は、表 2-2.7(1)、(2)に示すとおりである。排

出ガスについては、法令を遵守するとともに、より下回るよう設定している。また、騒音、

振動及び悪臭については、法令による規制の対象とならない地域であるが、法令の規制値等

を参考として自主基準値を設定している。 

 

表 2-2.7(1) 公害防止に係る自主基準値（排出ガス） 

項目 自主基準値 法規制値 根拠法令 

ばいじん 0.01g/ｍ3
N以下 0.04g/ｍ3

N 

大気汚染防止法 

塩化水素 10ppm 以下 
700 ㎎/ｍ3

N 

（430ppm） 

硫黄酸化物 10ppm 以下 
Ｋ値 14.5 

（400ppm 程度） 

窒素酸化物 30ppm 以下 250ppm 

ダイオキシン類 0.01ng-TEQ/ｍ3
N以下 0.1ng-TEQ/ｍ3

N 
ダイオキシン類 
対策特別措置法 

水銀 0.03 ㎎ Hg/ｍ3
N以下 

30μg/ｍ3 

（0.03 ㎎ Hg/ｍ3
N） 

大気汚染防止法注２） 

注１） 汚染物質濃度は、酸素濃度（Ｏ２）12％換算値である。 

注２） 大気汚染防止法の改正に伴い、平成30年（2018年）４月１日より火格子面積２ｍ2以上若しくは焼却能

力200kg/時以上の廃棄物焼却炉から排出される水銀の排出基準が定められた。 
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表 2-2.7(2) 公害防止に係る自主基準値（騒音、振動、悪臭） 
項    目 自主基準値 法、条例等による規制値 根拠法令 

騒 

音 

昼 間（ 8：00～19：00） 60 デシベル以下 － 銚子市告示 

「騒音規制法に基づく

特定工場等において発

生する騒音の時間及び

区域の区分ごとの規制

基準の設定について」 

朝・夕（ 6：00～ 8：00 

    19：00～22：00） 
55 デシベル以下 － 

夜 間（22：00～ 6：00） 50 デシベル以下 － 

振 

動 

昼 間（ 8：00～19：00） 60 デシベル以下 － 

銚子市告示 

「振動規制法に基づく

特定工場等において発

生する振動の時間及び

区域の区分ごとの規制

基準の設定について」 

夜 間（19：00～ 8：00） 55 デシベル以下 － 

悪 
 
 
 
 
 

臭 

臭気濃度 

排出口 1,000 以下 － 千葉県「悪臭防止対策

の指針」に基づく指導

目標値 敷地境界 20 以下 － 

特 
定 

悪 

臭 

物 

質 

アンモニア 敷地境界 1ppm 以下 － 

銚子市告示 

「悪臭防止法に基づく

規制地域の指定及び規

制基準の設定につい

て」 

ﾒﾁﾙﾒﾙｶﾌﾟﾀﾝ 敷地境界 0.002ppm 以下 － 

硫化水素 敷地境界 0.02ppm 以下 － 

硫化メチル 敷地境界 0.01ppm 以下 － 

二硫化メチル 敷地境界 0.009ppm 以下 － 

ﾄﾘﾒﾁﾙｱﾐﾝ 敷地境界 0.005ppm 以下 － 

ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 敷地境界 0.05ppm 以下 － 

ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 敷地境界 0.05ppm 以下 － 

ﾉﾙﾏﾙﾌﾞﾁﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 敷地境界 0.009ppm 以下 － 

ｲｿﾌﾞﾁﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 敷地境界 0.02ppm 以下 － 

ﾉﾙﾏﾙﾊﾞﾚﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 敷地境界 0.009ppm 以下 － 

ｲｿﾊﾞﾚﾙｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 敷地境界 0.003ppm 以下 － 

ｲｿﾌﾞﾀﾉｰﾙ 敷地境界 0.9ppm 以下 － 

酢酸エチル 敷地境界 3ppm 以下 － 

ﾒﾁﾙｲｿﾌﾞﾁﾙｹﾄﾝ 敷地境界 1ppm 以下 － 

トルエン 敷地境界 10ppm 以下 － 

スチレン 敷地境界 0.4ppm 以下 － 

キシレン 敷地境界 1ppm 以下 － 

プロピオン酸 敷地境界 0.03ppm 以下 － 

ノルマル酪酸 敷地境界 0.001ppm 以下 － 

ノルマル吉草酸 敷地境界 0.0009ppm 以下 － 

イソ吉草酸 敷地境界 0.001ppm 以下 － 
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５． 大気汚染防止計画 

（１）排出ガス諸元 

排出ガス諸元は表2-2.8に示すとおりである。 

表2-2.8 排出ガス諸元 

項  目 諸  元 

排出ガス量注１）

（一炉あたり） 

乾きガス量 19,500ｍ3
N/時 

湿りガス量 24,400ｍ3
N/時 

排出ガス温度 170℃ 

汚染物質濃度注２） 

（最大量） 

ばいじん 0.01g/ｍ3
N 

塩化水素 10ppm 

硫黄酸化物 10ppm 

窒素酸化物 30ppm 

ダイオキシン類 0.01ng-TEQ/ｍ3
N 

水  銀 0.03㎎Hg/ｍ3
N 

排出ガス吐出速度（最大） 21.9ｍ/秒 

煙 突 高 
59ｍ 

（１炉１本、計２本集合煙突） 

運転時間 24時間連続運転 

注１）排出ガス量は、基準ごみの値である。 

注２）汚染物質濃度は、酸素濃度（Ｏ２）12％換算値である。 

 

（２）排出ガス処理対策 

排出ガス処理対策は以下のとおりである。 

なお、ごみの処理においては、ごみ質の均一化を図り適正負荷により安定した燃焼を維

持することで排出ガス中の大気汚染物質の低減に努める。 

ア ばいじん 

ばいじんは、バグフィルタで捕集する。 

イ 塩化水素、硫黄酸化物 

塩化水素及び硫黄酸化物は、乾式消石灰吹き込みまたは重曹吹き込みにより除去する

ものとする。 

ウ 窒素酸化物 

窒素酸化物は、燃焼制御によりできる限り発生を抑えるとともに、触媒脱硝装置を設

ける。 
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エ ダイオキシン類 

ダイオキシン類は、「ダイオキシン類発生防止等ガイドライン」を遵守する。対策の

主なものは次のとおり。 

①ごみピット内のごみをクレーンにより十分な撹拌を行う。 

②２次燃焼室は、２秒以上の滞留時間とし、撹拌効率の良い空気吹込みを行う。 

③廃熱ボイラ及びエコノマイザ出口に設置する減温塔により、できる限り短時間に冷

却し、減温塔で 180℃以下とする。 

④バグフィルタ前で、消石灰等とともに活性炭を吹き込みダイオキシン類を吸着し、

バグフィルタで除去する。 

⑤誘引通風機手前に触媒脱硝装置を設ける。特定の金属を担持させた触媒により、窒

素酸化物と併せて、ダイオキシン類を分解する。 

オ 水銀 

水銀は、バグフィルタ前で活性炭を吹き込み吸着し、バグフィルタで除去する。 

カ その他の物質 

今後、法令等の改正により、新たに追加される物質又は新たな規制が必要な場合は、

設計基準値を決めて、対応するものとする。 

 

（３）モニタリング計画 

施設の運転に係る表2.2-9に示す項目について、モニタリングを行う計画である。 

表2-2.9 モニタリング計画 

項 目 位 置 調査の方法 頻度 

燃焼ガス温度 炉内等 

自動測定による 

モニタリング 

施設供用後に 

連続監視 

集じん器入口排出ガス温度 集じん器入口 

硫黄酸化物濃度、窒素酸化物濃度 

一酸化炭素濃度、ばいじん量 

塩化水素濃度 

煙突 

硫黄酸化物濃度、窒素酸化物濃度 

ばいじん量、塩化水素濃度 
煙突 

「大気汚染防止法」に

基づく測定 

施設供用後に２月を 

超えない作業期間 

ごとに１回以上 

水銀注） 煙突 

施設供用後に６月を 

超えない作業期間 

ごとに１回以上 

ダイオキシン類 煙突 

「ダイオキシン類対

策特別措置法」に基づ

く調査 

施設供用後に 

毎年１回以上 

注）水銀については、大気汚染防止法により排出基準が定められたことから、モニタリング項目に追加した。 
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６． 水質汚濁防止計画 

本事業の排水処理計画の概要及び排水処理フローは、表2-2.10及び図2-2.6に示すとおり

である。 

プラント排水（熱回収施設のボイラ等のブロー水や、熱回収施設及びマテリアルリサイク

ル推進施設のプラットホームの洗浄水等）、洗車排水及びトイレ、厨房及び浴室等の生活排

水は集水し、排水処理を行った後、施設内で再利用する。ごみピット汚水は、排水処理を行

った後、燃焼室吹込により再利用する。 

敷地内に降った雨水は、側溝、雨水ますを設け、一旦、調整池にて貯留した後、小山堰へ

流れ込む公共用水域へ放流する。 

表2-2.10 排水処理計画の概要 

項 目 内  容 

プラント排水・ 

洗車排水・生活

排水 

排水処理後、再利用（減温塔吹込、洗車・床洗浄等） 

ごみピット汚水 排水処理後、再利用（燃焼室吹込） 

雨水排水 
調整池にて貯留した後、公共用水域へ放流（なお、雨水の

一部を再利用水として利用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2.6 排水処理フロー 

77ｍ3/日 

３ｍ3/日 

６ｍ3/日 

＜上水＞ 

噴射水槽 

プラント排水 

再利用 

（減温塔吹込） 
排水処理 

排水処理 
再利用 

（燃焼室吹込） 

【プラント排水・洗車排水・生活排水】

【ごみピット汚水】

【雨水排水】

生活排水 

＜トイレ、厨房、

浴室等＞ 

雨水ます、側溝 ＜雨水＞ 

再利用水 

公共用水域 

へ放流 

（水蒸気となり煙突より放出）

＜ごみピット＞ 

洗車排水 排水処理 再利用水槽 
再利用 

（洗車・床洗浄等） 

一部、再利用 

（緑地散水等） 
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７． 騒音・振動防止計画 

（１）騒音・振動発生機器 

本事業において想定される騒音・振動発生機器としては、表2-2.11に示すものがある。 

 

表2-2.11 騒音・振動発生機器の概要 

区 分 内 容 

熱回収施設 

誘引通風機・押込送風機等の送風機 

空気圧縮機 

蒸気復水器 

破砕機 

マテリアルリサイクル 

推進施設 

缶類圧縮機 

圧縮梱包機 

 

（２）防止対策 

本事業における騒音・振動対策は、以下のとおりである。 

【騒音対策】 

・設備機器類については、低騒音型機器の採用に努める。 

・設備機器類は建屋内への配置を基本とし、騒音の低減に努める。 

・外部への騒音の漏洩を防ぐため工場棟出入口にシャッターを設け、可能な限り閉鎖

する。 

・騒音の大きな設備機器類については、内側に吸音処理を施した独立部屋に収納する。 

・設備機器類の整備、点検を徹底する。 

【超低周波音対策】 

・設備機器類については、低騒音・低振動型機器の採用に努める。 

・低周波音の伝搬を防止するために、処理設備は壁面からの二次的な低周波音が発生

しないよう配慮する。 

・設備機器類の整備、点検を徹底する。 

【振動対策】 

・設備機器類については、低振動型機器の採用に努める。 

・振動の著しい設備機器類は、基礎構造を強固にする。 

・振動の著しい設備機器類は、必要に応じて基礎部への防振ゴム設置等の防振対策を

施す。 
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・設備機器類の整備、点検を徹底する。 

 

８． 悪臭防止計画 

ごみの貯留及び処理に伴う悪臭防止対策は、以下のとおりである。 

・廃棄物の保管場所、処理設備等は建屋内への配置を基本とし、搬入や荷下ろし等の作

業を屋内で行うことで、臭気の漏洩を防止する。 

・廃棄物運搬車両が出入するプラットホームの出入口には、エアカーテン等を設置し、

搬出入時以外は可能な限りシャッターで外部と遮断することにより、外気の通り抜け

による臭気の漏洩を防止する。 

・ごみピットは、防臭性の高い隔壁工法を採用し投入口の扉は密閉性に優れた扉とする。 

・ごみピット、プラットホームなどは常に負圧を保つことにより、外部への臭気の漏洩

を防止する。また、ごみピット、プラットホームの空気をガス化溶融炉の燃焼用空気

として炉内に吹き込むことで、燃焼による臭気成分の分解を行う。 

・休炉時には、ごみピット内の臭気が外部に拡散しないよう、脱臭装置により吸引し脱

臭を行う。また、ごみピット、プラットホームには、休炉時など必要に応じて消臭剤

を噴霧する。 

   ・プラットホームの洗浄を適宜行う。 

 

９． 土壌汚染及び地下水汚染防止計画 

受入れる廃棄物から発生するごみ汚水や飛灰等の飛散による土壌汚染防止対策は、以下の

とおりである。 

（１）廃棄物受入れ体制 

廃棄物の受入れ場所は、建屋内に設置するコンクリート構造のごみピットとし、ごみか

ら発生するごみ汚水は、ごみ汚水貯留槽（コンクリート構造物・不浸透性）で貯留し、排

水処理を行った後、炉内噴霧とする。なお、ごみピットやごみ汚水貯留槽は、ごみ汚水が

土壌中へ浸透・流出しないよう、水密性の高いコンクリート構造とする。 

（２）灰搬出体制 

飛灰は飛灰処理設備において、飛灰中に含まれる重金属等が溶出しないように安定化処

理する。なお、飛灰処理設備は全て建屋内に設置する。 

また、飛灰の搬出車両についても、移動中の灰の飛散を防止するため、積込み部分を密
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閉できる構造の車両を使用するなど、土壌汚染の原因とならないような措置を講じる計画

である。 

 

10. 緑化計画 

「千葉県自然環境保全条例」では、工業専用地域、工業地域及び準工業地域以外の工業用

地では表2-2.12に示すとおり緑地基準が定められている。 

本事業ではこれに準じた緑化に努める計画である。建築物の周りや敷地外周部に沿って緑

地を確保することにより、景観面の配慮を行う。また、植栽する樹種は、対象事業実施区域

の立地条件を考慮して、周辺に自生する在来種や地域の潜在自然植生に即した樹種など適切

な樹種の選定に努める。 

表2-2.12 千葉県自然環境保全条例に基づく緑地基準 

区 分 工場用地 

緑地率 

敷地内20％以上 

・樹木による緑地率は事業敷地の内外で10％以上。 

・将来において、総緑地率を事業敷地の内外で20％以上とするよう

努める。 

緑地内容 

ア 事業敷地内緑地 

・樹木、芝その他の地被植物、屋上緑化施設、壁面緑化施設等。 

・外周には樹木を極力多用する。 

・敷地内周辺緑地のうち、住宅地域等に面し、緩衝効果がある緑地

は保全に努める。 

イ 事業敷地外緑地 

・樹林地、芝地等。 

樹木による緑地 

次のいずれかに適合するもの、及び樹冠の面積の大きさからみてこれ

と同等であると認められるもの。 

・高木（樹高４ｍ以上）１本以上／10平方メートル 

・高木１本以上＋中低木20本以上／20平方メートル 

 

11. 景観計画 

本事業の工場棟や煙突は、周辺地域から視認されることになるため、これらが周辺からみ

た景観に違和感や圧迫感を与えることのないように建物等の配置、建屋の大きさや高さ、デ

ザイン、色彩に配慮し、周辺環境との調和を図る計画とする。また、道路沿道から視認され

る敷地境界付近の柵の設置や緑化にあたっても景観に配慮したものとし、施設の周辺につい

ても、できる限り緑地を確保できるような計画とする。 
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12. 余熱利用計画 

ごみの処理に伴い発生する熱エネルギーを、発電やその他の余熱利用に活用する。 

発電については、高効率発電を行うため、発電効率17％以上とする計画とし、場内利用及

び売電を行う。 

また、その他の余熱利用としては、ごみ発熱量の１％程度を用い、次の事項に利用する。 

①白煙防止（必要な場合） 

②触媒脱硝装置加熱器 

③場内給湯等の利用 

④必要な場合は、場外給湯など 

 

13. 温室効果ガス削減計画 

温室効果ガスの削減については、上記の余熱利用のほか、小型風力発電や太陽光発電の採

用を検討する。また、熱回収施設及びマテリアルリサイクル推進施設の設備機器、管理棟の

照明や空調設備は省エネルギー型の採用に努める。 

 

14. 廃棄物受入計画 

計画施設への廃棄物運搬車両の受入時間等は、表2-2.13に示すとおりである。原則として

日曜日は廃棄物の受入れを行わない。 

表2-2.13 廃棄物受入計画の概要 

項  目 内  容 

受 入 時 間 月曜日～土曜日： ８時30分～16時00分 

施設の稼働時間 24時間連続運転 

 

15. 防災対策 

計画施設は、建築基準法、消防法及び労働安全衛生法等の関係法令に準拠した設計とし、

さらに、地震等の災害時も安全に稼働できる施設とする。 

①地震、風水害、火災、落雷等の災害対策は、関係法令を遵守し、設備の機能、特性、運

転条件、周辺条件等を勘案し、全体として均衡のとれたものとする。 

②主要設備・機器の重要度や危険度等を十分考慮し、建築本体への影響を配慮した耐震設

計とする。 
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③縦方向に長尺の配管等は、プラント各階ごと、または主要部位ごとに伸縮継手を設け、

地震時に破損しない構造とする。 

④計画施設は、さまざまな危険が考えられるため、計装設備及び補機類もその重要度や危

険度に応じて適切な耐震・防災設計を考慮する。 

⑤中央操作室及び必要箇所には、プラント非常停止ボタンを設置する。 

⑥耐震対策 

・各種機器は、地震による破損等が生じない強度を有するものとする。 

・各設備の機器の接合部は、地震による揺れにより破断が生じない構造とする。 

・感震装置で地震を感知し、一定規模以上の地震に対して自動的かつ安全に装置を停止

し、機器の損傷による二次災害を防止する自動停止システムを設置する。 

・ごみの供給を含め、災害発生時に各設備を緊急かつ安全に停止する、緊急停止システ

ム及びインターロックシステムを十分検討して設計を行う。 

⑦災害時の復旧 

大震災等の災害時には、次のフローのとおり復旧を行う計画とする。また、電気が不通

となった場合に備え、必要な容量を持つ非常用発電機を設ける。 

なお、通常稼働後は、非常用発電機は停止し、自立運転するものとする。 

大地震 → 自動停止 → 点検 → 異常なし → 非常用発電機稼働 → 通常稼働 

 

16. 収集計画 

（１）計画処理区域 

計画処理区域は、組合構成区域の全域とする。 

（２）廃棄物運搬車両台数 

計画施設への搬出入を行う廃棄物運搬車両台数は、表2-2.14に示すとおり想定している。 
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表 2-2.14 搬出入車両台数（片道台数） 

車 両 区 分 台数（台/日） 

搬入車両 
熱回収施設・マテリア
ルリサイクル推進施設 

収集車両 132 

直接搬入車両 557 

小 計 689 

搬出車両 

飛灰処理物搬出車両 1 

スラグ搬出車両 3 

メタル搬出車両 1 

小 計 5 

合 計 694 

注）計画処理区域内の既存ごみ処理施設における平成22～25年度の搬入車両台数実績及び計画施設の処理量を

踏まえて設定した。なお、今後、中継施設の設置に伴い搬入車両の台数を低減する計画としている。 

 

（３）搬出入ルート 

搬出入ルートは、図2-2.7に示すとおりであり、敷地北西側を搬出入口とし、銚子海上

線を利用して対象事業実施区域内へ出入りする。 

 

（４）中継施設 

対象事業実施区域周辺への車両集中の軽減化や、ごみの直接搬入の運搬距離が長くなる

ことによる住民サービスの低下の防止、効率的な運搬により大気質、騒音、振動及び温室

効果ガス等への影響を軽減するため、ごみを貯留し積み替えを行う中継施設を設置する計

画としている。 

 

（５）環境配慮対策 

計画施設への搬出入を行う廃棄物運搬車両に対する環境配慮対策は、以下のとおりであ

る。 

・廃棄物運搬車両が一定時間に集中しないように搬入時間の分散を行う。 

・対象事業実施区域周辺へ廃棄物運搬車両が集中しないよう、ごみを貯留し積み替えを

行う中継施設を設置し、大気質、騒音、振動及び温室効果ガス等への影響の軽減を図

る。 

・廃棄物運搬車両の通行は、一般車両の多い通勤時間帯などを避けるように努める。 

・廃棄物運搬車両は、可能な限り最新排出ガス規制適合車を使用する。 

・不要なアイドリングや空ぶかし、急発進・急加速などの高負荷運転防止等のエコドラ

イブを徹底する。 
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図 2-2.7 搬出入ルート 

凡  例 

 対象事業実施区域 

市境 

県境 

主な搬出入ルート 

Ｎ

１：２５，０００ 

0 250m 500m 1km 

この地図は、国土地理院発行の 1:25,000 地形図「小南」「鹿島矢田部」「旭」「銚子」

を使用したものである。 
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第３章 工事の状況 
本事業における工事の実施工程は、表3-1に示すとおりである。 

建設工事は、2018年（平成30年）７月に土工工事を開始し、2021年（令和３年）３月までに

工事を完了した。2020年（令和２年）９月からは、試運転を開始している。 

また、本工事の施工ステップ図は表3-2(1)～(5)に、工事状況写真は表3-3(1)～(6)に示すと

おりである。 

なお、本施設は2021年（令和３年）４月より供用を開始している。 

 

表 3-1 工事の実施工程 

準備・仮設工事

建築工事

プラント工事

外構工事

試運転

2月 3月

2020年度分
類

工　　　　　種

土木工事
（造成、調整池）

工
事
工
程

工事実施設計

12月 1月6月 7月 8月 9月 10月 11月12月 1月 2月 3月 4月 5月6月 7月 8月 9月 10月 11月12月 1月 2月 3月 4月 5月6月 7月 8月 9月 10月 11月

2018年度 2019年度
4月 5月

 

注１）   は計画、   は実績を示す。 

注２）土木工事については伐採・伐根作業に期間を要したため、また、外構工事については雨天等の影響により作

業の進捗が遅れたため、当初計画より工事期間が延長した。 
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表 3-2(1) 施工ステップ図（1/5） 

平成 30年（2018年）７～９月 

 
平成 30年（2018年）10～12月 
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表 3-2(2) 施工ステップ図（2/5） 

平成 31年（2019年）１～２月 

 
平成 31年/令和元年（2019年）３～７月 
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表 3-2(3) 施工ステップ図（3/5） 

令和元年（2019年）８月～令和２年（2020年）２月 

 
令和２年（2020年）３～４月 
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表 3-2(4) 施工ステップ図（4/5） 

令和２年（2020年）５～８月 

 
令和２年（2020年）９～10月 
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表 3-2(5) 施工ステップ図（5/5） 

令和２年（2020年）11月～令和３年（2021年）３月 
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表 3-3(1) 工事状況写真（1/6） 

撮影年月：平成 30年（2018年）７月 

 
撮影年月：平成 30年（2018年）10月 
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表 3-3(2) 工事状況写真（2/6） 

撮影年月：平成 31年（2019年）１月 

 
撮影年月：平成 31年（2019年）４月 
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表 3-3(3) 工事状況写真（3/6） 

撮影年月：令和元年（2019年）７月 

 
撮影年月：令和元年（2019年）10月 
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表 3-3(4) 工事状況写真（4/6） 

撮影年月：令和２年（2020年）１月 

 
撮影年月：令和２年（2020年）４月 
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表 3-3(5) 工事状況写真（5/6） 

撮影年月：令和２年（2020年）７月 

 
撮影年月：令和２年（2020年）10月 
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表 3-3(6) 工事状況写真（6/6） 

撮影年月：令和３年（2021年）２月 
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第４章 環境保全措置の実施の状況 
評価書に記載した環境保全措置の内容及び本工事において実施した環境保全措置の内容は、

以下のとおりである。 

 

４－１ 大気質 

大気質環境保全措置の内容は表4-1.1に、実施状況は表4-1.2に示すとおりである。 

 

表 4-1.1 環境保全措置の内容（大気質） 

項目 番号 評価書の記載内容 環境保全対策の実施内容 

大
気
質 

建設機
械稼働
による
粉じん
等 

① 
粉じんの飛散を防止するために、敷
地境界周辺に防じんネットや仮囲い
等を設置し、適宜、散水を行う。 

建設機械稼働等による砂の巻き上げ
や土砂等の飛散を防止するために、
防じんネット（高さ 3.6ｍ）又は仮
囲い（3.0ｍ、鉄板製、厚さ１mm 相
当）を設置した。 
（表 4-1.2(1)、表 4-1.2(2)参照） 

② 
場内に掘削土等を仮置きする場合
は、必要に応じて粉じんの飛散を防
止するためにシート等で養生する。 

場内の仮置き土は、粉じんの飛散を
防止するためにシートにて養生し
た。 
（表 4-1.2(3)参照） 

③ 
工事計画の検討により一時的な広範
囲の裸地化を抑制する。 

一時的な広範囲の裸地化を抑制する
ために、造成工事を段階的に実施し
た。 
（第３章 表 3-2(1)～(5)参照） 

④ 

工事車両は、洗車を行い、構内で車
輪・車体等に付着した土砂を十分除
去したことを確認した後に退出す
る。 

洗車用の高圧洗浄機を配備し、工事
用車両の車輪・車体等に付着した土
砂を除去した。 
（表 4-1.2(3)参照） 

工事用
車両に
よる沿
道大気
質 

⑤ 
工事用車両が集中しないように工程
等の管理や配車の計画を行う。 

工程会議（月間、週間）等を通して、
工事用車両が集中しないよう計画し
た。 
（表 4-1.2(4)参照） 

⑥ 
工事用車両の通行は、一般車両の多
い通勤時間帯などを避けるように努
める。 

新規入場者教育等を通して、一般車
両の多い通勤時間帯（7 時台）は避
けるよう指導した。 
（表 4-1.2(4)参照） 

⑦ 
工事用車両は、可能な限り最新排出
ガス規制適合車を使用する。 

工事用車両は、可能な限り最新排出
ガス規制適合車を使用した。 
（表 4-1.2(5)参照） 

⑧ 
不要なアイドリングや空ぶかし、急
発進・急加速などの高負荷運転防止
等のエコドライブを徹底する。 

新規入場者教育等を通して、アイド
リングストップ、エコドライブの徹
底を指導した。 
（表 4-1.2(4)参照） 

⑨ 工事用車両の整備、点検を徹底する。 
工事用車両の整備、点検を徹底した。 
（表 4-1.2(5)参照） 

⑩ 
工事関係者の通勤車両台数を減らす
ために、通勤車両の相乗りに努める。 

新規入場者教育等を通して、通勤車
両の相乗りを指導した。なお、新型
コロナウイルス感染防止のため、本
感染症の流行後は実施しなかった。 
（表 4-1.2(4)参照） 
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表 4-1.2(1) 環境保全措置の実施状況（大気質） 

① 
 

防じんネット・仮囲い及び散水状況 

建設機械稼働等による砂の巻き上げや土砂

等の飛散を防止するために、防じんネット（高

さ 3.6ｍ）又は仮囲い（3.0ｍ、鉄板製、厚さ１

mm 相当）を設置した。 
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表 4-1.2(2) 環境保全措置の実施状況（大気質） 

① 

 

 ：仮囲い 
 ：防じんネット 
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表 4-1.2(3) 環境保全措置の実施状況（大気質） 

② 

 

粉じん対策状況（シート養生） 

場内の仮置き土は、粉じんの飛散を防止する

ためにシートにて養生した。 

④ 

 

粉じん対策状況（高圧洗浄機） 

洗車用の高圧洗浄機を配備し、構内で工事用

車両の車輪・車体等に付着した土砂を除去し

た。 
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表 4-1.2(4) 環境保全措置の実施状況（大気質） 

⑤ 

 

⑥
・
⑧ 
・
⑩ 
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表 4-1.2(5) 環境保全措置の実施状況（大気質） 

⑦ 

 

排ガス規制適合車 

工事用車両は、可能な限り最新排出ガス規制

適合車を使用した。 

⑨ 
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４－２ 水質 

水質に係る環境保全措置の内容は表4-2.1に、実施状況は表4-2.2に示すとおりである。 

 

表 4-2.1 環境保全措置の内容（水質） 

項目 番号 評価書の記載内容 環境保全対策の実施内容 

水
質 

工事の
実施に
よる水
質 

① 

工事中における雨水等による濁水を
防止するため、千葉県宅地開発指導
要綱等に基づき、年間最大降雨量等
も考慮したうえで適切な貯留量を有
する調整池（沈砂池）を設置して、
一時的に雨水を貯留し、土砂を沈殿
させた後に放流する。 

千葉県における宅地開発等に伴う雨
水排水・貯留浸透計画策定の手引を
参考に、必要な貯留容量を算出
（6,811m3）して設計した調整池を設
置した。 
（表 4-2.2(1)参照） 

② 

排水量は、千葉県における宅地開発
等に伴う雨水排水・貯留浸透計画策
定の手引に示される最大排水量
（0.025ｍ3/s/ha）以下、排水水質は
現地調査で確認した河川水質と同程
度となるよう配慮する。 

排水量は、千葉県における宅地開発
等に伴う雨水排水・貯留浸透計画策
定の手引に示される最大排水量
（0.025ｍ3/s/ha）以下とした。また、
沈砂池からの放流時に濁度及び水素
イオン濃度（pH）を測定し、問題な
いことを確認した。 
（表 4-2.2(2)参照） 

③ 

沈砂池からの放流時に濁度及び水素
イオン濃度（pH）を測定し、問題な
いことを確認する。 

沈砂池からの放流時に濁度及び水素
イオン濃度（pH）を測定し、問題な
いことを確認した。 
（表 4-2.2(2)参照） 

④ 

堆砂容量を確保するために、必要に
応じて沈砂池の堆砂を除去する。 

堆砂容量が確保されていたことから
堆砂の除去は不要であった。 

⑤ 

工事計画の検討により一時的な広範
囲の裸地化を抑制する。 

一時的な広範囲の裸地化を抑制する
ために、造成工事は段階的に実施し
た。 
（第３章 表 3-2 参照） 

⑥ 

台風、集中豪雨等で激しい雨(50 ㎜
程度以上)が予想される場合には、必
要に応じて貯留量を一時的に確保す
るための仮側溝や仮沈砂池の設置、
造成面や法面へのシート掛け、土嚢
による養生等の対策を講じる。 

台風、集中豪雨等が予想される場合
には、造成面や法面へのシート、土
嚢による養生等の対策を講じた。 
（表 4-2.2(2)参照） 
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表 4-2.2(1) 環境保全措置の実施状況（水質） 

① 

 

調整池 
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表 4-2.2(2) 環境保全措置の実施状況（水質） 

②  
・ 
③ 

 

排水量、濁度及び pHの監視状況 

排水量は、千葉県における宅地開発等に伴う

雨水排水・貯留浸透計画策定の手引に示される

最大排水量（0.025ｍ3/s/ha）以下とした。また、

沈砂池からの放流時に濁度及び水素イオン濃

度（pH）を測定し、問題ないことを確認した（放

流基準：濁度 25以下、pH6.5～8.5）。 

⑥ 

 

台風、集中豪雨対策（シート養生） 

台風、集中豪雨等が予想される場合には、造

成面や法面へのシート、土嚢による養生等の対

策を講じた。 
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４－３ 騒音 
騒音に係る環境保全措置の内容は表4-3.1に、実施状況は表4-3.2に示すとおりである。 

 

表 4-3.1 環境保全措置の内容（騒音） 

項目 番号 評価書の記載内容 環境保全対策の実施内容 

騒
音 

建設機
械稼働
による
騒音 

① 
建設機械は、低騒音型の建設機械を使
用する。 

低騒音型の建設機械を使用した。 
（表 4-3.2(1)参照） 

② 

周辺地域への騒音伝搬を防止するた
めに、対象事業実施区域の周辺に仮囲
い（高さ 3.0ｍ）を設置する。 

計画地の周辺の一部に仮囲い(高さ
3.0m、鉄板製、厚さ１mm相当)を設置
した。 
（表 4-3.2(1)参照） 

③ 

発生騒音が極力小さくなる施工方法
や手順を十分に検討する。 

既製コンクリートパイルを使用して、
ミキサー車を利用しない Hyper-MEGA
工法を選択し、発生騒音を極力小さく
する技術的な工夫を行った。また、低
騒音の建設機械を選定し、発生騒音が
極力小さくなるよう努めた。 

④ 

建設機械の集中稼働を避け、効率的な
稼働に努める。 

全体工程における建設機械の稼働状
況を把握し、工場棟本体と管理棟等の
付属施設を分別して工事を行うこと
で、集中稼働を避け、騒音の増大を防
ぐ効率的な稼働を行った。 
（第３章 表 3-2(1)～(5)参照） 

⑤ 

建設機械の整備、点検を徹底する。 建設機械の整備、点検を徹底した。 
（表 4-3.2(2)参照） 

⑥ 

不要なアイドリングや空ぶかしをし
ないよう徹底する。 

新規入場者教育等を通して、アイドリ
ングストップ、エコドライブの徹底を
指導した。 
（表 4-3.2(3)参照） 

工事用
車両に
よる道
路交通
騒音 

⑦ 

工事用車両が集中しないように工程
等の管理や配車の計画を行う。 

工程会議（月間、週間）等を通して、
工事用車両が集中しないよう計画し
た。 
（表 4-3.2(3)参照） 

⑧ 

工事用車両の通行は、一般車両の多い
通勤時間帯などを避けるように努め
る。 

新規入場者教育等を通して、一般車両
の多い通勤時間帯（7時台）は避ける
よう指導した。 
（表 4-3.2(3)参照） 

⑨ 

不要なアイドリングや空ぶかし、急発
進・急加速などの高負荷運転防止等の
エコドライブを徹底する。 

新規入場者教育等を通して、アイドリ
ングストップ、エコドライブの徹底を
指導した。 
（表 4-3.2(3)参照） 

⑩ 

工事用車両の整備、点検を徹底する。 工事用車両の整備、点検を徹底した。 
（表 4-3.2(2)参照） 

⑪ 

工事関係者の通勤車両台数を減らす
ために、通勤車両の相乗りに努める。 

新規入場者教育等を通して、通勤車両
の相乗りを指導した。なお、新型コロ
ナウイルス感染防止のため、本感染症
の流行後は実施しなかった。 
（表 4-3.2(3)参照） 
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表 4-3.2(1) 環境保全措置の実施状況（騒音） 

① 
 

 

低騒音型の建設機械 

低騒音型の建設機械を使用した。 

② 

 

仮囲いの設置状況 

計画地の周辺の一部に仮囲い(高さ 3.0m、鉄

板製、厚さ１mm 相当)を設置した。 
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表 4-3.2(2) 環境保全措置の実施状況（騒音） 

⑤ 
・ 
⑩ 
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表 4-3.2(3) 環境保全措置の実施状況（騒音） 

⑥ 
・ 
⑧ 
・ 
⑨ 
・
⑪ 

 

⑦ 
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４－４ 振動 
振動に係る環境保全措置の内容及びは表4-4.1に示すとおりである。 

 

表 4-4.1 環境保全措置の内容（振動） 

項目 番号 評価書の記載内容 環境保全対策の実施内容 

振
動 

建設機
械稼働
による
振動 

① 発生振動が極力小さくなる施工方法
や手順を十分に検討する。 

既製コンクリートパイルを使用し
て 、 ミ キ サ ー 車 を 利 用 し な い
Hyper-MEGA 工法を選択し、発生振動
を極力小さくする技術的な工夫を行
った。 

②注 1 建設機械の集中稼働を避け、効率的
な稼働に努める。 

全体工程における建設機械の稼働状
況を把握し、工場棟本体と管理棟等
の付属施設を分別して工事を行うこ
とで、集中稼働を避け、振動の増大
を防ぐ効率的な稼働を行った。 
（第３章 表 3-2(1)～(5)参照） 

③注 2 建設機械の整備、点検を徹底する。 建設機械の整備、点検を徹底した。 
（表 4-3.2(2)参照） 

工事用
車両に
よる道
路交通
振動 

④注 3 工事用車両が集中しないように工程
等の管理や配車の計画を行う。 

工程会議（月間、週間）等を通して、
工事用車両が集中しないよう計画し
た。 
（表 4-3.2(3)参照） 

⑤注 4 
工事用車両の通行は、一般車両の多
い通勤時間帯などを避けるように努
める。 

新規入場者教育等を通して、一般車
両の多い通勤時間帯（7時台）は避け
るよう指導した。 
（表 4-3.2(3)参照） 

⑥注 5 急発進・急加速などの高負荷運転防
止等のエコドライブを徹底する。 

新規入場者教育等を通して、アイド
リングストップ、エコドライブの徹
底を指導した。 
（表 4-3.2(3)参照） 

⑦注 6 工事用車両の整備、点検を徹底する。 
工事用車両の整備、点検を徹底した。 
（表 4-3.2(2)参照） 
 

⑧注 7 工事関係者の通勤車両台数を減らす
ために、通勤車両の相乗りに努める。 

新規入場者教育等を通して、通勤車
両の相乗りを指導した。なお、新型
コロナウイルス感染防止のため、本
感染症の流行後は実施しなかった。 
（表 4-3.2(3)参照） 

注 1）騒音の環境保全措置の番号④参照。 

注 2）騒音の環境保全措置の番号⑤参照。 

注 3）騒音の環境保全措置の番号⑦参照。 

注 4）騒音の環境保全措置の番号⑧参照。 

注 5）騒音の環境保全措置の番号⑨参照。 

注 6）騒音の環境保全措置の番号⑩参照。 

注 7）騒音の環境保全措置の番号⑪参照。 
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第５章 事後調査の項目、手法及び結果 

並びに調査の結果と予測の結果の比較検討 
評価書において記載した施工時における事後調査の項目及び方法等は以下のとおりである。 

表5.1 施工時における事後調査の項目及び方法等 
事後調査の項目 事後調査の手法等 

環境要素 活動要素 対象項目 調査地点等 調査の手法 調査期間 

大気質 
建設機械の

稼働 

粉じん 

（降下ばいじん） 

保全対象立地位置を

勘案して西側敷地境

界付近の１地点 

重量法（ダストジャー

による採取）による現

地調査 

施工期間において影響が

最大となる工種の実施期

間内の１ヵ月 

水 質 工事の実施 
濁度及び水素イ

オン濃度 
沈砂池出口 

濁度計及びpH計によ

る現地での調査注） 

施工期間において影響が

大きくなると想定される

時期の強降雨時 

騒 音 

建設機械の

稼働 

騒音レベル 

（ＬA5） 

保全対象立地位置を

勘案して西側敷地境

界付近の１地点 

日本工業規格「環境騒

音の表示・測定方法

（JIS Z 8731）」に準

拠した現地調査 

施工期間において影響が

最大となる時期の１日間

（工事実施時間帯） 

工事用車両

の走行 

騒音レベル 

（ＬAeq） 

現況調査を行った地

点うち、工事用車両

（大型車）が走行する

３地点 

日本工業規格「環境騒

音の表示・測定方法

（JIS Z 8731）」に準

拠した現地調査 

工事用車両の走行台数が

最大となる時期の１日間

（工事用車両走行時間

帯） 

振 動 

建設機械の

稼働 

振動レベル 

（Ｌ10） 

保全対象立地位置を

勘案して西側敷地境

界付近の１地点 

日本工業規格「振動レ

ベル測定方法（JIS Z 

8735）」に準拠した現

地調査 

施工期間において影響が

最大となる時期の１日間

（工事実施時間帯） 

工事用車両

の走行 

振動レベル 

（Ｌ10） 

現況調査を行った地

点うち、工事用車両

（大型車）が走行する

３地点 

日本工業規格「振動レ

ベル測定方法（JIS Z 

8735）」に準拠した現

地調査 

工事用車両の走行台数が

最大となる時期の１日間

（工事用車両走行時間

帯） 

注）工事の実施前に濁度と浮遊物質量との相関を実験により把握のうえ調査する。 

 

評価書において記載した事後調査の項目、手法及び結果並びに調査の結果と予測の結果の比

較検討は、以下のとおりである。 

 

５－１ 大気質 

5-1-1 評価書の予測内容 

（１）予測地域 

予測地域は、粉じん等の拡散特性を踏まえ、影響を受けるおそれのある地域として対象

事業実施区域より１kmの範囲とした。 

（２）予測地点 

予測地点は、図5-1.1に示すとおり、対象事業実施区域における最多風向の風下側とな

る南西側敷地境界１地点と、養牛場や椎柴第二集出荷場（農業協同組合（JA））の位置す

る西側敷地境界１地点の計２地点とし、予測地点の高さは地上1.5ｍとした。 
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図5-1.1 降下ばいじん量調査・予測地点位置図 

１：５，０００ 
0 50m 100m 200m 

Ｎ
凡 例 
    対象事業実施区域 
    降下ばいじん量調査地点 
    降下ばいじん量予測地点 
 
この地図は、「銚子市平面図 12」「銚子市平面図 13」を使用したものである。 

西側敷地境界（予測） 

西側敷地境界（調査） 

南西側敷地境界（予測） 
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（３）予測対象時期 

予測対象時期は、施工期間において影響が最大となる時期とし、土木工事（造成、調整

池）の時期とし、１年間の地上気象調査結果に基づく季節別の風向、風速を用いて季節ご

とに予測を行う。 

（４）予測手法 

① 予測項目 

予測項目は、降下ばいじん量とした。 

② 予測の手順 

降下ばいじん量の予測手順は、図5-1.2に示すとおりとした。 

降下ばいじん量の季節別平均値を予測した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図5-1.2 降下ばいじん量の予測手順 

工事計画 

工事の種別等 

建設機械の種類及び台数 

施工範囲 

季節別風向別降下ばいじん量 

季節別降下ばいじん量 

現地調査 

地上気象調査 

気象条件 年間工事日数 

季節別平均月間工事日数 
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③ 予測式 

予測に用いる予測式は、「面整備事業環境影響評価技術マニュアル」（平成11年、建設

省）に示される式とした。予測式は以下のとおりである。 

Ｃｄ（Ｘ）＝ａ･Ｎｕ･Ｎｄ･ｕ
－ｃ･Ｘ－ｂ 

ここで、 

Ｃｄ（Ｘ） ：（Ｘ）地点の地上1.5ｍにおける降下ばいじんの予測値（ｔ/km2/月） 

ａ ：降下ばいじん量を表す係数 

Ｎｕ ：ユニット数 

Ｎｄ ：季節別の平均月間工事日数（日/月） 

ｕ ：平均風速（ｍ/秒） 

ｃ ：風速の影響を表す係数 ただし、ｃ＝１ 

ｂ ：降下ばいじんの距離減衰を表す係数 

Ｘ ：風向に沿った風下距離（ｍ） 

 

上記の基本式において、季節別の施工範囲におけるユニットの存在割合を一定とする

と、予測地点における１方位当りの降下ばいじん量は、以下の式で表される。 

 

 

さらに、上式をすべての風向について重合させると以下の式で表される。 

 

 

ここで、 
Ｃｄ（Ｘ）：（Ｘ）地点の地上1.5ｍにおける降下ばいじんの予測値（ｔ/km2/月） 

ｎ ：方位（＝16） 

ａ ：降下ばいじん量を表す係数 

Ｎｕ ：ユニット数 

Ｎｄ ：季節別の平均月間工事日数（日/月） 

ｕi ：風向ｉの平均風速（ｍ/秒） ※ui＜1の場合は、u＝1とする。 

ｂ ：降下ばいじんの距離減衰を表す係数 

fi ：風向ｉの出現割合（％） 

ｃ ：風速の影響を表す係数 ただし、ｃ＝１ 

Δxi ：風向きｉの発生源の奥行き距離（ｍ） 

xi ：風向きｉの予測地点と敷地境界の距離（ｍ） ※xi＜1の場合は、xi＝1とする。 

Ａ ：降下ばいじんの発生源の面積（ｍ2） 

Ｘ ：風向に沿った風下距離（ｍ） 

θ ：風向に係る角度 

Ａ

･dx･dθｉＸ
・ｆｉＸ・ｕ・Ｎ・Ｎ・ａＸＣ 　

－ｂ－ｃπ/8

0

Δxixi

xi ｄｕｄ

ｆidθ xi－Δxi)(xi　
2)(-b

1
・ 

Ａ･ui

Ｎ･Ｎａ･
ＸＣ 　

2b-2b-

c

dｕ

ｄ

π/8

0

n

1t
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④ 予測条件 

ア．建設機械のユニット数及び係数等 

建設機械のユニット数、降下ばいじん量を表す係数（ａ）及び降下ばいじんの距離

減衰を表す係数（ｂ）は、表5-1.1に示すとおりである。また、月間の平均工事日数

は25日とした。 

 

表5-1.1 建設機械のユニット及び係数等 

工 種 ユニット ユニット数 係 数注） 平均工事日数 
（日/月） ａ ｂ 

土木工事 
（造成、調整池） 掘削工（土砂掘削） ４ 1,690 1.7 25 

注）係数は、「面整備事業環境影響評価技術マニュアル」（平成11年、建設省）に記載の値でありａについ

ては、本事業の建設機械の稼働時間が９時間（出典では８時間/日を想定）であることから、時間の

比率で補正した。 

 

イ．降下ばいじんの発生源の面積 

降下ばいじんの発生源の面積は、表5-1.2に示すとおりであり、対象事業実施区域

全体とした。 

表5-1.2 発生源の面積 

工 種 ユニット 発生源の面積 
（ｍ2） 備 考 

土木工事 
（造成、調整池） 

掘削工（土砂掘削） 48,000 対象事業実施区域面積 

 

ウ．気象条件 

気象条件は、表5-1.3に示す対象事業実施区域における１年間の地上気象調査結果

に基づく建設機械稼働時間における季節別の風向、風速を用いた。 

 

表5-1.3 稼働時間帯における季節別風向出現割合及び季節別風向別平均風速 

単位 出現頻度：％、平均風速：ｍ/秒 
風向 

季節、項目 
北
北
東 

北
東 

東
北
東 

東 

東
南
東 

南
東 

南
南
東 

南 

南
南
西 

南
西 

西
南
西 

西 

西
北
西 

北
西 

北
北
西 

北 静
穏 

春季 出現頻度 2.1 23.7 22.2 7.6 2.4 1.8 2.4 6.4 8.3 15.6 3.1 1.0 2.1 0.5 0.1 0.7 0.0 

平均風速 2.2 3.7 3.3 2.6 2.1 2.0 2.5 2.9 3.8 4.9 3.2 1.6 2.4 1.3 2.3 1.3 － 

夏季 出現頻度 2.5 19.3 13.2 7.6 4.3 4.2 5.0 10.1 16.1 11.1 2.4 0.5 0.6 0.7 0.7 1.3 0.2 

平均風速 2.2 3.2 2.6 2.2 2.1 1.8 2.2 2.8 4.0 4.4 2.4 1.6 1.2 1.2 1.2 1.4 － 

秋季 出現頻度 7.1 38.3 15.3 4.2 2.4 3.1 1.1 2.4 7.5 8.9 1.3 2.4 2.6 1.6 0.4 1.3 0.4 

平均風速 2.2 3.5 2.8 1.7 2.1 2.2 1.8 2.5 4.4 4.0 1.9 2.4 2.0 1.4 1.2 1.2 － 

冬季 出現頻度 9.6 29.9 11.5 3.9 1.8 0.9 1.6 1.8 2.8 5.1 5.7 5.5 8.1 3.9 3.0 3.2 1.4 

平均風速 1.6 3.3 2.6 1.8 2.0 1.8 2.4 2.6 4.4 4.8 2.2 1.7 1.8 1.4 1.1 1.1 － 
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（５）予測結果 

建設機械稼働による降下ばいじん量の予測結果は、表5-1.4に示すとおりである。 

季節別降下ばいじん量の最大値は、南西側敷地境界で1.5ｔ/km2/月（冬季）、西側敷地境

界が1.2ｔ/km2/月（秋季・冬季）であり、降下ばいじんに係る参考値を下回るものと予測

する。 

 

表5-1.4 建設機械稼働による降下ばいじん量の予測結果 

予測地点 工 種 ユニット ユニット数 
降下ばいじん量（ｔ/km2/月） 

参考値注） 
春季 夏季 秋季 冬季 

南西側 

敷地境界 
土木工事 
（造成、

調整池） 

掘削工 
（土砂掘削） ４ 

0.9 1.0 1.1 1.5 
工事寄与の降

下ばいじんが

10ｔ /km2/ 月

以下 
西側 

敷地境界 
0.9 1.0 1.2 1.2 

注）降下ばいじんに係る参考値（出典：「面整備事業環境影響評価技術マニュアル」（平成11年、建設省）） 
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5-1-2 事後調査 

5-1-2-1 事後調査項目 

粉じん（降下ばいじん量） 

5-1-2-2 調査地点 

調査地点は、図5-1.1に示すとおり、保全対象（椎柴第二集出荷所）立地位置を勘

案し、評価書で現地調査を行った事業実施区域西側敷地境界の１地点とした。 

5-1-2-3 調査方法 

降下ばいじん量の調査手法は、表5-1.5に示すとおり、重量法（ダストジャー法に

よる採取）とし、工事敷地境界に設置した仮囲いの敷地内側で調査を行った。 

 

表5-1.5 調査方法 

調査項目 調査方法 

降下ばいじん量 重量法（ダストジャーによる採取） 

 

5-1-2-4 調査期間等 

調査期間は、表5-1.6に示すとおりである。造成工事及び基礎工事が重なる時期の

うち、降下ばいじんの発生量が最も多くなると想定される土木工事の１ヵ月とした。 

 

表5-1.6 調査期間 

調査項目 調査期間 

降下ばいじん量 平成 30年 11 月 26 日（月）～12月 26 日（水） 

 

5-1-2-5 事後調査結果 

降下ばいじん量の事後調査結果は、表5-1.7に示すとおりである。西側敷地境界で

3.5t/km2/月であった。 

 

表5-1.7 事後調査結果(降下ばいじん量) 

調査地点 
降下ばいじん量 溶解性物質量 不溶解性物質量 

t/km2/月 t/km2/月 t/km2/月 

西側敷地境界 3.5 2.2 1.3 
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5-1-2-6 事後調査結果と予測結果の比較検討 

事後調査結果と予測結果の比較は、表5-1.8に示すとおりである。 

事後調査結果と評価書の冬季の予測結果を比較すると、事後調査結果は3.5t/km2/

月であり、評価書の予測結果の6.6t/km2/月を下回っていた。 

また、事後調査結果と整合を図るべき基準を比較すると、事後調査結果は整合を図

るべき基準の10 t/km2/月を下回っていた。 

 

表5-1.8 事後調査結果と予測結果との比較(粉じん) 

単位：t/km2/月 

事後調査結果 
評価書の結果 

整合を図るべき基準注2） 
調査時期 現況＋予測結果注 1） 

3.5 冬季 6.6 10 

注1）評価書の予測結果は、西側敷地境界における冬季現況調査結果（5.4t/km2/月）と建設機械稼働によ

る予測値（1.2t/km2/月）の合計値を示す。 

注2）降下ばいじんに係る参考値（出典：「面整備事業環境影響評価技術マニュアル」（平成11年、建設省）） 

 

事後調査結果が評価書の冬季の予測結果を下回った要因の考察として、予測に用い

た気象条件（風向、風速）と事後調査期間の気象条件（風向、風速）の比較を行った。 

予測時及び事後調査時の風向出現頻度及び風向別平均風速は、表5-1.9に示すとお

りである。なお、事後調査期間の気象データは、対象事業実施区域最寄りの地域気象

観測所である銚子観測所の平成30年11月26日～12月26日の工事時間帯（８～18時のう

ち12時台は除く９時間）の測定結果を用いた。また、風速については、以下に示すべ

き乗則の式により、評価書における地上気象調査の観測高さ（地上高10m）における

風速を推定し用いた。 

 

U＝U0・(H/H0)P 

 

[記 号] 

U ：高さHｍにおける推計風速(ｍ/秒) 

U0 ：基準高さH0の風速(ｍ/秒) 

H ：排出源の高さ(ｍ) 

H0 ：基準とする高さ(ｍ) 

P ：べき指数（郊外：1/5） 
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調査地点（西側敷地境界）に対して風上側となる東寄りの風（東北東～東南東）の

出現頻度及び平均風速をみると、平均風速は予測時が1.8～2.6ｍ/秒、事後調査時が

3.0～3.5ｍ/秒であり、事後調査の方が高かった。一方、出現頻度は予測時が1.8～

11.5％に対して、事後調査時は0.7～8.6％であり、事後調査時は調査地点に対して風

上側となる東寄りの風の頻度が低い状況であった。このため、評価書の予測結果に対

して、事後調査結果の降下ばいじん量が下回った可能性が考えられる。 

なお、事後調査地点は、西側敷地境界の仮囲いの内側で調査を行ったため、仮囲い

の効果は含まれていない。このため、仮囲いの外側への影響は、事後調査結果よりさ

らに軽減されていたものと考えられる。 

 

表5-1.9 稼働時間帯における季節別風向出現割合及び季節別風向別平均風速 
単位 出現頻度：％、平均風速：ｍ/秒 

風向 

季節、項目 

北
北
東 

北
東 

東
北
東 

東 

東
南
東 

南
東 

南
南
東 

南 

南
南
西 

南
西 

西
南
西 

西 

西
北
西 

北
西 

北
北
西 

北 静
穏 

予測時 

(冬季) 

出現
頻度 

9.6 29.9 11.5 3.9 1.8 0.9 1.6 1.8 2.8 5.1 5.7 5.5 8.1 3.9 3.0 3.2 1.4 

平均
風速 

1.6 3.3 2.6 1.8 2.0 1.8 2.4 2.6 4.4 4.8 2.2 1.7 1.8 1.4 1.1 1.1 － 

事後調

査時 

出現
頻度 

11.1 9.3 8.6 3.9 0.7 0.4 0.7 2.2 3.6 6.1 3.2 12.9 9.3 4.3 13.3 9.7 0.7 

平均
風速 

5.3 4.5 3.4 3.0 3.5 2.8 1.8 3.5 3.9 2.4 2.2 2.4 3.2 4.6 6.1 5.3  

注1）事後調査時の気象データは、対象事業実施区域最寄りの銚子観測所の測定結果を用いた。なお、銚子観測所の結
果は、予測条件と同じ地上高10mの風速に換算した値を示す。 

注2）表中の下線は、調査地点（西側敷地境界）に対して風上側となる東寄りの風（東北東～東南東）を示す。 

 
5-1-2-7 環境保全措置の効果の程度及び効果の不確実性の程度 

本事業では、環境保全措置として以下の内容を実施した。 

・建設機械稼働等による砂の巻き上げや土砂等の飛散を防止するために、防じんネ

ット（高さ3.6ｍ）又は仮囲い（3.0ｍ、鉄板製、厚さ１mm相当）を設置した。 

・場内の仮置き土は、粉じんの飛散を防止するためにシートにて養生した。 

・一時的な広範囲の裸地化を抑制するために、造成工事を段階的に実施した。 

・洗車用の高圧洗浄機を配備し、工事用車両の車輪・車体等に付着した土砂を除去

した。 

事後調査結果（3.5t/km2/月）が予測結果（6.6t/km2/月）を下回っており、これら

の環境保全措置に一定の効果があったことが考えられる。このため、環境保全措置の

効果の不確実性は小さかったと考えられる。事後調査結果が予測結果を下回っており、

さらに実行可能な範囲内で環境保全措置を実施し可能な限り回避・低減が図られてい

るため、追加の環境保全措置の検討は行わなかった。 
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５－２ 水質 

5-2-1 評価書の予測内容 

（１）予測地域 

予測地域は、本事業の施工時において降雨時の濁水やコンクリート打設によるアルカリ

排水による影響を受けるおそれがある公共用水域（農業用貯水池）とした。 

（２）予測地点 

予測地点は、図5-2.1に示すとおり、施工時において対象事業実施区域からの排水が放

流される公共用水域とした。 

（３）予測対象時期 

予測対象時期は、工事期間全体とした。 

（４）予測手法 

① 予測項目 

予測項目は、浮遊物質量（SS）及び水素イオン濃度（pH）とした。 

② 予測方法 

工事計画、濁水防止対策等の内容を勘案し、定性的に予測した。 

（５）予測結果 

本事業の工事計画では、対象事業実施区域において、土木工事（造成、調整池）等が予

定されており、工事の実施に伴う土砂の掘削や裸地の出現等により降雨時の濁水の発生が

考えられる。このため、工事中における雨水等による濁水を防止するため、千葉県宅地開

発指導要綱等に基づき、年間最大降雨量等も考慮したうえで適切な貯留量を有する調整池

（沈砂池）を設置して、一時的に雨水を貯留し、濁水処理及び中和処理を行ったうえで、

小山堰へ流れ込む公共用水域に放流する計画である。なお、排水量は、千葉県における宅

地開発等に伴う雨水排水・貯留浸透計画策定の手引に示される最大排水量（0.025 /s/ha）

以下、排水水質は現地調査で確認した河川水質と同程度となるよう配慮する。また、工事

の管理として、沈砂池の放流時に濁度及び水素イオン濃度（pH）を測定し、問題ないこと

を確認する。 

さらに、工事計画の検討により一時的な広範囲の裸地化を抑制するとともに、台風、集

中豪雨等で激しい雨(50㎜程度以上)が予想される場合には、必要に応じて貯留量を一時的

に確保するための仮側溝や仮沈砂池の設置、造成面や法面へのシート掛け、土嚢による養

生等の対策を講じる。 
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以上のとおりの適切な濁水防止対策を施すことにより、本事業の工事の実施による公共

用水域への濁水及びアルカリ排水による影響は小さいものと予測する。 
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小山堰 

大椎池 

図 5-2.1 水質調査・予測地点位置図 

１：５，０００ 
0 50m 100m 200m 

Ｎ
凡 例 
    対象事業実施区域 
    河川、湖沼 

水質調査地点 
施工時の排水ルート 

 

この地図は、「銚子市平面図 12」「銚子市平面図 13」を使用したものである。 
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5-2-2 事後調査 

5-2-2-1 事後調査項目 

濁度、水素イオン濃度(pH) 

5-2-2-2 調査地点 

調査地点は、図5-2.2に示すとおり、沈砂池の排水放流口とした。 

5-2-2-3 調査方法 

調査手法は、表5-2.1に示すとおり、濁度については濁度計により測定する方法、

水素イオン濃度(pH)についてはpH計により測定する方法とした。 

 

表5-2.1 調査方法 

調査項目 調査方法 

濁度 濁度計により測定する方法 

水素イオン濃度(pH) pH 計により測定する方法 

 

5-2-2-4 調査期間等 

調査時期は、表5-2.2に示すとおりである。調査は、本工事において濁水による影

響が大きくなると想定される工事中の強降雨時に実施した。また、濁度と浮遊物質量

（SS）の相関関係を把握するため、平成31年１月22日に現地土壌試料の濁水試験10検

体から濁度及び浮遊物質量（SS）の計測を行った。 

 

表5-2.2 調査期間 

調査項目 調査期間 

濁度と浮遊物質量（SS）の相関関係 平成 31年１月 22日（火） 

濁度、水素イオン濃度(pH) 令和２年１月 29日（水） 

 
＜調査日及びその前後の降雨の状況＞                               単位：mm/日 

年月 令和2年1月 令和2年2月 

日 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 

降雨量 0.0 12.0 0.0 0.0 0.0 5.0 24.5 25.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 

注）降雨量のデータは、対象事業実施区域最寄りの銚子観測所の測定結果を用いた。 
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図5-2.2 水質調査地点 

１：５，０００ 
0 50m 100m 200m 

Ｎ
凡 例 
    対象事業実施区域 
    放流口 
    水質調査地点 
    施工時の排水ルート 

この地図は、「銚子市平面図 12」「銚子市平面図 13」を使用したものである。 
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5-2-2-5 事後調査結果 

（１）濁度と浮遊物質量（SS）の相関関係 

対象事業実施区域における濁度と浮遊物質量（SS）の相関関係を調べるため、平成31年

１月22日に現地土壌試料の濁水試験10検体から、濁度及び浮遊物質量（SS）の計測を行っ

た。また、濁度は濁度計による測定、浮遊物質量（SS）は「水質汚濁に係る環境基準につ

いて（昭和46年12月、環境庁告示第59号）」に準拠した方法により測定した。 

濁度と浮遊物質量（SS）の測定結果（10検体）から得られた相関関係は、表5-2.3及び

図5-2.3に示すとおりである。また、相関式は以下のとおりである。 

 

Y = 1.3842 X （R2 = 0.9970）（X：濁度 Y：SS[mg/L]） 

 

表5-2.3 濁度と浮遊物質量（SS）の相関 

項目 単位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SS mg/L 7 9 13 18 31 64 80 110 160 220 

濁度 度 5 6 9 12 23 48 60 80 121 153 

 

y = 1.3842 x

R  = 0.9970 

0

50

100

150

200

250

0 50 100 150 200 250

浮
遊

物
質

量
(
SS
)
（

m
g
/L

）

濁度（度）

 

図5-2.3 濁度と浮遊物質量（SS）の相関 
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（２）事後調査結果 

降雨時における沈砂池出口の水質の測定結果は、表5-2.4に示すとおりである。水素イ

オン濃度(pH)の調査結果は6.7～7.1、濁度の調査結果は13～14度であった。また、濁度の

調査結果を浮遊物質量（SS）に換算した値は18.0～19.4（mg/L）であり、水素イオン濃度

（pH）、浮遊物質量（SS）ともに放流基準（河川A類型の環境基準相当）を下回っていた。 

 

表5-2.4 水素イオン濃度（pH）、浮遊物質量（SS）の調査結果(強降雨時) 

項 目 単位 
１回目 

(7:40) 

２回目 

(8:30) 

３回目 

(9:20) 
放流基準 

水素イオン濃度(pH) ― 7.1 6.7 7.0 6.5～8.5 

濁度 度 14 13 13 － 

浮遊物質量（SS） 

（換算値）注） 
mg/L 19.4 18.0 18.0 25以下 

注）事前に把握した現地土壌試料の濁度と浮遊物質量（SS）の相関関係から求められる換算値である。 
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5-2-2-6 事後調査結果と予測結果の比較検討 

評価書においては、浮遊物質量（SS）及び水素イオン濃度（pH）を予測項目として、

工事計画及び濁水防止対策等の内容を勘案した定性的な予測が行われており、本事業

では、適切な濁水防止対策を施すことにより、工事の実施による公共用水域への濁水

の影響は小さいものと予測されている。 

事後調査の結果、工事現場からの排水における水素イオン濃度（pH）は6.7～7.1、

濁度の値は13～14度（浮遊物質量（SS）換算値18.0～19.4mg/L）であり、放流基準と

して設定した値（水素イオン濃度（pH）：6.5～8.5、浮遊物質量（SS）：25mg/L以下）

を下回っており、評価書の予測結果と同様に、本事業の工事の実施による公共用水域

への濁水の影響は小さいものと考えられる。 

 

5-2-2-7 環境保全措置の効果の程度及び効果の不確実性の程度 

本事業では、環境保全措置として以下の内容を実施した。 

・千葉県の基準における造成工事中の堆砂容量を参考に、必要な貯留容量を出して

設計した沈殿槽を設置した。 

・排水量は、千葉県における宅地開発等に伴う雨水排水・貯留浸透計画策定の手引

に示される最大排水量（0.025ｍ3/s/ha）以下とした。 

・沈砂池からの放流時に濁度及び水素イオン濃度（pH）を測定し、問題ないことを

確認した。 

・堆砂容量を確保するために、必要に応じて沈砂池の堆砂を除去する計画であった

が、堆砂容量が確保されていたことから堆砂の除去は不要であった。 

・一時的な広範囲の裸地化を抑制するために、造成工事は段階的に実施した。 

・台風、集中豪雨等が予想される場合には、造成面や法面へのシート、土嚢による

養生等の対策を講じた。 

事後調査結果が放流基準として設定した値（水素イオン濃度（pH）：6.5～8.5、浮

遊物質量（SS）：25mg/L以下）を下回っており、これらの環境保全措置に一定の効果

があったことが考えられる。このため、環境保全措置の効果の不確実性は小さかった

と考えられる。事後調査結果が放流基準として設定した値を下回っており、さらに実

行可能な範囲内で環境保全措置を実施し可能な限り回避・低減が図られているため、

追加の環境保全措置の検討は行わなかった。 
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５－３ 騒音 

5-3-1 評価書の予測内容 

5-3-1-1 建設機械稼働による騒音（LA5） 

（１）予測地域 

予測地域は、騒音の距離減衰等を考慮して対象事業実施区域から概ね 100ｍとした。 

（２）予測地点 

予測地点は、敷地境界の４地点とした。予測範囲としては、敷地境界より概ね 100ｍの

範囲とした。また、予測高さは地上 1.2ｍとした。 

（３）予測対象時期 

予測対象時期は、工事期間の中から、工事の種類や使用建設機械の種類、台数等を考慮

のうえ、周辺環境への影響が大きくなると想定される時期とし、表 5-3.1 に示すとおりと

した。 

 

表 5-3.1 予測対象時期 

予測時期 工事内容 主な建設機械 

工事開始後 
７ヵ月目 

準備・仮設工事 ・バックホウ（0.7ｍ3） 
・ブルドーザ（７ｔ） 
・マカダムローラ（10ｔ） 
・コンクリートポンプ車 土木工事 
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（４）予測手法 

① 予測項目 

  予測項目は、建設機械稼働による騒音レベル90％レンジ上端値（LA5）とした。 

② 予測の手順 

  建設機械稼働による騒音の予測手順は、図5-3.1に示すとおりとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 予測式 

予測地点における個々の建設機械からの騒音レベルは、次式を用いて算出した。回折

減衰量は、前川チャートの近似式を用いた。 

予測地点における建設機械稼働による騒音レベルは、複数音源による騒音レベルの合

成式を用いて算出した。 

図 5-3.1 建設機械稼働による騒音レベルの予測手順 

事業計画 

建設機械の稼働条件設定 
・種類、規格 
・台数、配置 

点音源の伝搬理論式 

各音源別の騒音レベルの合成 

予測範囲の設定 

建設作業騒音レベル 

予測時期の設定 

建設機械の 
パワーレベル 

立地特性 
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Ｌｉ＝Ｌw －８－20 log10ｒ－Ｒ 
 
ここで、  Ｌｉ ：騒音レベル（デシベル） 
      Ｌw ：音源の騒音発生量（デシベル） 
      ｒ ：音源から受音点までの距離（ｍ） 
      Ｒ ：回折減衰量（デシベル） 

 
〈回折減衰〉   10 log10Ｎ＋13 １≦Ｎ 

Ｒ＝ ５±８|Ｎ|0.438 -0.341≦Ｎ＜１ 
   ０ Ｎ＜-0.341 

Ｎ：フレネル数（＝２δ/λ） 
λ：波長（ｍ） 
δ：行路差（ｍ） 

 
〈複数音源の合成〉 

 
 
 

ここで、 Ｌ ： 受音点の合成騒音レベル（デシベル） 
Ｌｉ： 個別音源による受音点での騒音レベル（デシベル） 
ｎ ： 音源の個数 

 

④ 予測条件 

各予測ケースの建設機械の配置は、施工計画等をもとに図5-3.2に示すとおりとした。

また、建設機械のパワーレベルは、既存資料等をもとに表5-3.2に示すとおり設定した。 

回折減衰の効果を見込んだ仮囲いの位置は、図5-3.2に示すとおりである。なお、対

象事業実施区域周辺の建築物等による回折減衰の効果は見込まないものとした。 

 

表 5-3.2 建設機械稼働による騒音予測の音源条件 

建設機械 規 格 稼働台数 
パワーレベル 
（デシベル） 

バックホウ 0.7ｍ3 4 101 

ブルドーザ ７ｔ 4 111 

マカダムローラ 10ｔ 4 103 

コンクリートポンプ車 － 1 113 

合  計 13 － 

出典：「建設工事に伴う騒音･振動対策ハンドブック〔第３版〕」 

（平成13年２月 (社)日本建設機械化協会） 

n

li

10
Li

10 10log 10
　

　 　　　　　Ｌ
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図 5-3.2 建設機械の配置図（工事開始後７ヵ月目） 
 

１：５，０００ 

0 50m 100m 200m 

Ｎ
凡 例 
    対象事業実施区域      仮囲い 
    バックホウ 
    ブルドーザ 
    マカダムローラ 

コンクリートポンプ車 

この地図は、「銚子市平面図 12」「銚子市平面図 13」を使用したものである。 

100m

100m

100m

100m

調整池 
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（５）予測結果 

建設機械稼働による騒音の予測結果は、表 5-3.3 及び図 5-3.3 に示すとおりである。 

敷地境界における騒音レベルの最大値は 69 デシベルであり、規制基準を満足するもの

と予測する。 

 

表 5-3.3 建設機械稼働による騒音の予測結果（LA5） 

単位：デシベル 

予測地点 予測結果 規制基準注） 

予測地点の 

予測値 

地点Ａ 68 

85以下 

地点Ｂ 57 

地点Ｃ 62 

地点Ｄ 56 

敷地境界における 

騒音レベルの最大値 
69 

注）特定建設作業における騒音の基準。 
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凡 例 
対象事業実施区域 
予測地域 
等騒音レベル線（単位：デシベル） 
最大レベル地点（69 デシベル） 
予測地点 １：５，０００ 

0 50m 100m 200m 

Ｎ

この地図は、「銚子市平面図 12」「銚子市平面図 13」を使用したものである。 

図 5-3.3 建設機械稼働による騒音の予測結果 

地点Ａ 

地点Ｂ 

地点Ｃ 

地点Ｄ 
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5-3-1-2 工事用車両による道路交通騒音（LAeq） 

（１）予測地域 

予測地域は、工事用車両の走行によって交通量が相当程度変化する主要道路沿道の住居

等が存在する地域とし、対象事業実施区域から概ね２km の範囲内の主要な工事用車両ルー

ト上とした。 

（２）予測地点 

予測地点は、図 5-3.5 に示すとおり、工事用車両の搬入道路である県道及び市道を対象

に、沿道の住居等の分布状況を考慮して、代表的な４地点の道路端とした。また、予測高

さは地上 1.2ｍとした。 

（３）予測対象時期 

予測対象時期は、工事用車両の走行台数が最大となる時期を対象とし、工事開始後 28

ヵ月目とした。 

（４）予測手法 

① 予測項目 

  予測項目は、工事用車両による等価騒音レベル（LAeq）とした。 

② 予測の手順 

工事用車両による道路交通騒音の予測手順は、図5-3.4に示すとおりとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図5-3.4 工事用車両による道路交通騒音の予測手順 

現況騒音レベル 
（現地調査結果） 

④  

工事用車両の走行に 
よる騒音レベル 

（予測騒音レベル） 
③＋④  

一般交通の交通条件 

一般交通による 
騒音レベル計算結果 

①  

工事用車両による 
騒音レベルの増加量 

③（②－①） 

将来交通の交通条件 
（一般交通＋工事用車両） 

将来交通による 
騒音レベル計算結果 

②  
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図 5-3.5 予測地点（道路交通騒音・振動） 

凡  例 

    対象事業実施区域    道路交通騒音・振動予測地点 

    市境          主な工事用車両ルート 

    県境           

    主な道路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｎ

１：２５，０００ 

0 250m 500m 1km 

この地図は、国土地理院発行の 1:25,000 地形図「小南」「鹿島矢田部」「旭」「銚子」

を使用したものである。 
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③ 予測式 

予測式は、日本音響学会式（ASJ RTN-Model 2013）を用いた。 

【伝搬計算式】 

１台の自動車が走行したときの予測点における騒音の時間変化（ユニットパター

ン）は、次式を用いて算出した。 

ＬA,i＝ＬWA,i-８-20 logｒi+⊿Ｌd+⊿Ｌg 

 ＬA,i ：ｉ番目の音源位置から予測点に伝搬する騒音のＡ特性音圧レベル 
（デシベル） 

 ＬWA,i ：ｉ番目の音源位置における自動車走行騒音のＡ特性音響パワーレベル
（デシベル） 

≪非定常走行区間（10km/時≦Ｖ≦60km/時）≫ 
・小型車類 ＬWA,i＝82.3+10 logＶ 
・大型車類 ＬWA,i＝88.8+10 logＶ 

ここで、  
 Ｖ：走行速度（km/時） 

ｒi ：ｉ番目の音源位置から予測点までの直達距離（ｍ） 
 ⊿Ｌd：回折に伴う減衰に関する補正量（デシベル） 

いずれの地点も面構造であり、遮音壁等の回折効果は生じる施設は設
置されていない。 

 ⊿Ｌg：地表面効果による減衰に関する補正量（デシベル） 
地表面はコンクリート、アスファルト等の表面の固い地面とし、 
⊿Ｌg=０とした。 

【単発騒音暴露レベル算出式】 

ユニットパターンの時間積分値である単発騒音暴露レベルＬAE は、次式を用いて算

出した。 

ＬAE＝10 log（１/Ｔ0・∑10ＬA,i/10・⊿ｔi） 

 ＬAE ：１台の自動車が対象とする道路の全延長を通過する間の予測点にお
ける単発騒音暴露レベル（デシベル） 

 ＬA,i ：ｉ番目の音源位置から予測点に伝搬する騒音のＡ特性音圧レベル 
（デシベル） 

 Ｔ0 ：基準の時間（１秒） 
 ⊿ｔi ：音源がｉ番目の区間に存在する時間（秒） 

 

【等価騒音レベル算出式】 

ＬAeq,l＝ＬAE+10 logＮ-35.6 

 ＬAeq,l ：車線別、車種別の等価騒音レベル（デシベル） 
ＬAE ：１台の自動車が対象とする道路の全延長を通過する間の予測点にお

ける単発騒音暴露レベル（デシベル） 
Ｎ ：算出対象時間区分別の平均時間交通量（台/時） 

【エネルギー合成式】 

ＬAeq＝10 log10（Σ10 LAeq,l/10） 

 ＬAeq  ：予測点における騒音レベル（デシベル） 

 ＬAeq,l ：車線別、車種別の等価騒音レベル（デシベル） 
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④ 予測条件 

ア．予測時間帯 

予測時間帯は、工事用車両が走行する時間帯（７時～19時）を考慮し、騒音に係る

環境基準の昼間の時間区分（６時～22時の16時間）とした。 

イ．交通条件  

予測に用いる交通量は、現地調査結果に基づく交通量を一般交通量とし、これに工

事用車両を加えて、表5-3.4(1)～(4)に示す交通量を設定した。 

ウ．走行速度 

走行速度は、対象道路の規制速度を用いるものとし、表5-3.5に示すとおりとした。 

 

表5-3.5 走行速度 

予測地点 道路名 走行速度 

地点① 

銚子市海上線 60km/時 地点② 

地点③ 

地点④ 市道1021号線 40km/時 
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表5-3.4(1) 予測に用いる交通量（断面交通量） 

【地点①：銚子海上線】 
単位：台 

時間帯 
一般交通量 工事用車両 全体交通量 

大型 小型 合計 大型 小型 合計 大型 小型 合計 

6～7 34 339 373 0 0 0 34 339 373 

7～8 74 846 920 0 130 130 74 976 1,050 

8～9 89 422 511 16 0 16 105 422 527 

9～10 106 371 477 16 0 16 122 371 493 

10～11 122 332 454 16 0 16 138 332 470 

11～12 87 339 426 16 0 16 103 339 442 

12～13 87 340 427 0 0 0 87 340 427 

13～14 113 341 454 16 0 16 129 341 470 

14～15 102 320 422 16 0 16 118 320 438 

15～16 100 379 479 16 0 16 116 379 495 

16～17 63 443 506 14 0 14 77 443 520 

17～18 41 614 655 14 0 14 55 614 669 

18～19 21 479 500 0 130 130 21 609 630 

19～20 12 369 381 0 0 0 12 369 381 

20～21 7 236 243 0 0 0 7 236 243 

21～22 7 150 157 0 0 0 7 150 157 

合計 1,065 6,320 7,385 140 260 400 1,205 6,580 7,785 

注）工事用車両の全体交通量に対する比率（６～22時の16時間）は、5.6％である。 

 

表5-3.4(2) 予測に用いる交通量（断面交通量） 

【地点②：銚子海上線】 
単位：台 

時間帯 
一般交通量 工事用車両 全体交通量 

大型 小型 合計 大型 小型 合計 大型 小型 合計 

6～7 29 363 392 0 0 0 29 363 392 

7～8 80 898 978 0 130 130 80 1,028 1,108 

8～9 108 466 574 16 0 16 124 466 590 

9～10 100 370 470 16 0 16 116 370 486 

10～11 110 358 468 16 0 16 126 358 484 

11～12 102 365 467 16 0 16 118 365 483 

12～13 85 371 456 0 0 0 85 371 456 

13～14 108 376 484 16 0 16 124 376 500 

14～15 97 356 453 16 0 16 113 356 469 

15～16 96 401 497 16 0 16 112 401 513 

16～17 58 451 509 14 0 14 72 451 523 

17～18 38 653 691 14 0 14 52 653 705 

18～19 26 523 549 0 130 130 26 653 679 

19～20 8 415 423 0 0 0 8 415 423 

20～21 9 253 262 0 0 0 9 253 262 

21～22 8 169 177 0 0 0 8 169 177 

合計 1,062 6,788 7,850 140 260 400 1,202 7,048 8,250 

注）工事用車両の全体交通量に対する比率（６～22時の16時間）は、4.8％である。 
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表5-3.4(3) 予測に用いる交通量（断面交通量） 
【地点③：銚子海上線】 

単位：台 

時間帯 
一般交通量 工事用車両 全体交通量 

大型 小型 合計 大型 小型 合計 大型 小型 合計 

6～7 21 249 270 0 0 0 21 249 270 

7～8 45 583 628 0 65 65 45 648 693 

8～9 64 269 333 16 0 16 80 269 349 

9～10 48 205 253 16 0 16 64 205 269 

10～11 72 192 264 16 0 16 88 192 280 

11～12 62 194 256 16 0 16 78 194 272 

12～13 57 201 258 0 0 0 57 201 258 

13～14 63 220 283 16 0 16 79 220 299 

14～15 49 212 261 16 0 16 65 212 277 

15～16 53 249 302 16 0 16 69 249 318 

16～17 49 290 339 14 0 14 63 290 353 

17～18 25 338 363 14 0 14 39 338 377 

18～19 21 302 323 0 65 65 21 367 388 

19～20 7 236 243 0 0 0 7 236 243 

20～21 9 144 153 0 0 0 9 144 153 

21～22 7 102 109 0 0 0 7 102 109 

合計 652 3,986 4,638 140 130 270 792 4,116 4,908 

注）工事用車両の全体交通量に対する比率（６～22時の16時間）は、5.5％である。 

 

表5-3.4(4) 予測に用いる交通量（断面交通量） 

【地点④：市道1021号線】 
単位：台 

時間帯 
一般交通量 工事用車両 全体交通量 

大型 小型 合計 大型 小型 合計 大型 小型 合計 

6～7 8 172 180 0 0 0 8 172 180 

7～8 43 417 460 0 65 65 43 482 525 

8～9 58 245 303 0 0 0 58 245 303 

9～10 62 221 283 0 0 0 62 221 283 

10～11 66 214 280 0 0 0 66 214 280 

11～12 60 229 289 0 0 0 60 229 289 

12～13 38 214 252 0 0 0 38 214 252 

13～14 59 224 283 0 0 0 59 224 283 

14～15 64 196 260 0 0 0 64 196 260 

15～16 53 202 255 0 0 0 53 202 255 

16～17 21 225 246 0 0 0 21 225 246 

17～18 17 365 382 0 0 0 17 365 382 

18～19 5 261 266 0 65 65 5 326 331 

19～20 1 225 226 0 0 0 1 225 226 

20～21 0 133 133 0 0 0 0 133 133 

21～22 1 89 90 0 0 0 1 89 90 

合計 556 3,632 4,188 0 130 130 556 3,762 4,318 

注）工事用車両の全体交通量に対する比率（６～22時の16時間）は、3.0％である。 
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エ．道路断面 

予測地点の道路断面、騒音源及び予測点は、図5-3.6に示すとおり設定した。音源

高さは路面上とし、予測位置は道路端の地上1.2ｍとした。なお、地点④については、

１車線の道路であるが、すれ違いのため車両が車線中央ではなく路肩に寄って走行し

ていたことから、実態に合わせて上下線に音源を分けて設定した。 

 

【地点①：銚子海上線】 

 

 

 

 

 

【地点②：銚子海上線】 

 

 

 

 

 

【地点③：銚子海上線】 

 

 

 

 

 

【地点④：市道1021号線】 
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図 5-3.6 予測地点道路断面図 
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（５）予測結果 

工事用車両による道路交通騒音の予測結果は、表 5-3.6 に示すとおりである。 

予測騒音レベルは、63.5～68.6 デシベルであり、いずれの地点も参考基準値を下回るも

のと予測する。また、工事用車両による騒音レベルの増加量は、地点①及び②で 0.3 デシ

ベル、地点③で 0.4 デシベル、地点④で 0.1 デシベルと予測する。 

 

表 5-3.6 工事用車両による道路交通騒音の予測結果（LAeq） 

単位：デシベル 

予測地点 

（道路名） 

時

間 

区

分 

現況 

騒音レベル注1) 

(現地調査結果) 

(1) 

予測騒音 

レベル 

(2) 

増加量 

 

(2)－(1) 

参考 

基準値注2） 

地点①（銚子海上線） 昼間 68.3 68.6 0.3 

70 地点②（銚子海上線） 昼間 67.3 67.6 0.3 

地点③（銚子海上線） 昼間 67.0 67.4 0.4 

地点④（市道1021号線） 昼間 63.4 63.5 0.1 65 

注1）調査実施日時：平成27年11月５日（木）６時～22時 

注2）いずれの地点も環境基準の類型指定がなされていないため、道路の状況や周辺の土地

利用状況等を考慮して、地点①、②、③は幹線交通を担う道路に近接する空間の騒音

に係る環境基準、地点④はＢ地域の道路に面する地域の騒音に係る環境基準を参照の

うえ参考基準値を設定した。 
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5-3-2 事後調査 

5-3-2-1 事後調査項目 

①建設機械稼働による騒音（LA5） 

②工事用車両による道路交通騒音（LAeq） 

5-3-2-2 調査地点 

建設機械稼働による騒音の調査地点は、図5-3.7に示すとおり、評価書で現地調査

及び予測を行った地点のうち、保全対象立地位置を勘案して西側敷地境界付近の１地

点とした。 

工事用車両による道路交通騒音の調査地点は、図5-3.8に示すとおり、評価書で現

地調査及び予測を行った地点のうち、工事用車両（大型車）が走行する３地点とした。 

なお、建設機械稼働による騒音は、工事敷地境界に設置した仮囲いの敷地内側で調

査を行った。 

5-3-2-3 調査方法 

騒音レベルの測定方法は、表5-3.7に示すとおり、日本工業規格「環境騒音の表示・

測定方法(JIS Z 8731)」に準拠した方法とし、測定高さは地上1.2ｍとした。 

また、調査時の建設機械配置図は、図5-3.9に示すとおりである。 

 

表5-3.7 調査方法 

調査項目 調査方法 

騒音レベル 
日本工業規格「環境騒音の表示・測定方法(JIS Z 8731)」に

準拠した方法 
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図5-3.7 調査地点(建設機械稼働による騒音・振動) 

１：５，０００ 

0 50m 100m 200m 

Ｎ

 

凡 例 
    対象事業実施区域 
    建設機械稼働による騒音・振動調査地点 

この地図は、「銚子市平面図 12」「銚子市平面図 13」を使用したものである。 
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図5-3.8 調査地点(道路交通騒音・振動) 

Ｎ

１：２５，０００ 
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    市境           主な工事用車両ルート 
    県境           
    主な道路 

この地図は、国土地理院発行の 1:25,000 地形図「小南」「鹿島矢田部」「旭」「銚子」

を使用したものである。 
 

 地点③  地点② 

 

一般国道
356 号 

 地点① 



 

5-35 

 

１：２，５００ 
0 25m 50m 100m 

Ｎ

この地図は、「銚子市平面図 

13」を使用したものである。 

環境調査日：11月 26 日（月） 

調査時間 14 時台 

稼 働 
   バックホウ 
   ブルドーザ 
   キャリアダンプ 

図 5-3.9 調査時の建設機械配置（造成工事：14 時台） 

騒音・振動調査地点 

凡 例 

 対象事業実施区域 
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5-3-2-4 調査期間等 

（１）建設機械稼働による騒音（LA5） 

調査期間は、評価書と同様に施工期間において影響が最大となる時期の 1日間（工事実

施時間帯）とし、表 5-3.8 に示すとおりとした。 

 

表5-3.8 調査期間（建設機械稼働による騒音） 

調査項目 調査期間 

建設機械稼働による騒音（LA5） 平成 30 年 11 月 26 日（月）7：00～17：00 

 

（２）工事用車両による道路交通騒音（LAeq） 

調査期間は、評価書と同様に施工期間において工事用車両の走行台数が最大となる時期

の 1日間（工事用車両走行時間帯）とし、表 5-3.9 に示すとおりとした。 

 

表5-3.9 調査期間（道路交通騒音） 

調査項目 調査期間 

工事用車両による 

道路交通騒音（LAeq） 
令和２年８月７日（金）6時 00 分～20時 00 分（14 時間） 
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5-3-2-5 事後調査結果 

（１）建設機械稼働による騒音（LA5） 

建設機械稼働による騒音の調査結果は、表 5-3.10 に示すとおりである。 

最大で 61デシベルであった。 

 

表5-3.10 調査結果(建設機械稼働による騒音) 

単位：デシベル 

調査地点 時間率騒音レベル(LA5) 

対象事業実施区域 61 

注）最大値となった 14時台の測定結果である。 

 

（２）工事用車両による道路交通騒音（LAeq） 

工事用車両による道路交通騒音の調査結果は、表 5-3.11 に示すとおりである。 

地点①で 69 デシベル、地点②で 68 デシベル、地点③で 68 デシベルであった。 

 

表5-3.11 調査結果(道路交通騒音) 

単位：デシベル 

調査地点 等価騒音レベル(LAeq) 

地点① 69 

地点② 68 

地点③ 68 
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5-3-2-6 事後調査結果と予測結果の比較検討 

（１）建設機械稼働による騒音（LA5） 

事後調査結果と予測結果の比較は、表 5-3.12 に示すとおりである。 

事後調査結果は 61 デシベルであり、評価書の予測結果（敷地境界西側）の 56 デシベル

を上回っていた。この要因として、環境保全措置の実施によって建設機械の集中稼働は避

けられたものの、建設機械の配置が予測条件よりも事後調査地点（予測地点）に近い位置

で稼働していた（図 5-3.9（p.5-35）参照）ことから、事後調査の結果が予測結果を上回

ったものと考えられる。 

また、事後調査結果と特定建設作業騒音に係る規制基準を比較すると、事後結果は規制

基準の 85デシベルを下回っていた。 

 
表5-3.12 事後調査結果と予測結果との比較(建設機械稼働による騒音) 

単位：デシベル 
調査地点 事後調査結果 予測結果 規制基準 

対象事業実施区域 61 56 85 

注）規制基準は、特定建設作業騒音に係る規制基準。 
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（２）工事用車両による道路交通騒音（LAeq） 

事後調査結果と予測結果の比較は、表 5-3.13 に示すとおりである。 

事後調査結果は、地点①で 69 デシベル、地点②で 68 デシベル、地点③で 68 デシベル

であり、評価書の予測結果と比較して同程度の結果であった。これは、環境保全措置とし

て、エコドライブの徹底、工事用車両が集中しないよう工程等の管理や配車計画等を行っ

たことから工事用車両の集中が避けられたためと考えられる。 

また、事後調査結果と参考基準値を比較すると、事後調査結果はいずれの地点も参考基

準値を下回っていた。 

 

表5-3.13 事後調査結果と予測結果との比較(道路交通騒音) 

単位：デシベル 
調査地点 事後調査結果 予測結果 

評価書の 
現況調査結果 

参考基準値 

地点① 69 68.6 68.3 

70 地点② 68 67.6 67.3 

地点③ 68 67.4 67.0 

注）実施区域周辺の道路沿道では環境基準の類型がなされていないため、道路に面する地域の環境

基準値及び幹線交通を担う道路に近接する空間の特例値を参照のうえ参考基準値を設定した。 
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5-3-2-7 環境保全措置の効果の程度及び効果の不確実性の程度 

（１）建設機械稼働による騒音（LA5） 

本事業では、環境保全措置として以下の内容を実施した。 

・低騒音型の建設機械を使用した。 

・計画地の周辺の一部に仮囲い(高さ3.0m、鉄板製、厚さ１mm相当)を設置した。 

・既製コンクリートパイルを使用して、ミキサー車を利用しないHyper-MEGA工法を選

択し、発生騒音を極力小さくする技術的な工夫を行った。また、低騒音の建設機械

を選定し、発生騒音が極力小さくなるよう努めた。 

・全体工程における建設機械の稼働状況を把握し、工場棟本体と管理棟等の付属施設

を分別して工事を行うことで、集中稼働を避け、騒音の増大を防ぐ効率的な稼働を

行った。 

・建設機械の整備、点検を徹底した。 

・新規入場者教育等を通して、アイドリングストップ、エコドライブの徹底を指導し

た。 

事後調査結果（61 デシベル）が予測結果（56 デシベル）を上回っていたものの、規制

基準（85 デシベル）を十分に下回っており、これらの環境保全措置に一定の効果があった

ことが考えられる。このため、環境保全措置の効果の不確実性は小さかったと考えられる。

事後調査結果が予測結果を上回っていたものの、事後調査時のような騒音の影響が大きい

建設機械が保全対象の位置する敷地境界付近で稼働するのは作業工程から一時的である

こと、予測時の敷地境界における騒音レベルの最大値（69 デシベル）を超過していなかっ

たこと、また、事後評価の結果に反映されていないが、環境保全措置として実施した仮囲

いによる減衰効果でさらに騒音が低減されていると考えられることから、実行可能な範囲

内で環境保全措置を実施し可能な限り回避・低減が図られているため、追加の環境保全措

置の検討は行わなかった。 
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（２）工事用車両による道路交通騒音（LAeq） 

本事業では、環境保全措置として以下の内容を実施した。 

・工程会議（月間、週間）等を通して、工事用車両が集中しないよう計画した。 

・新規入場者教育等を通して、一般車両の多い通勤時間帯（7時台）は避けるよう指

導した。 

・新規入場者教育等を通して、アイドリングストップ、エコドライブの徹底を指導し

た。 

・工事用車両の整備、点検を徹底した。 

・新規入場者教育等を通して、通勤車両の相乗りを指導した。 

事後調査結果（68～69 デシベル）が予測結果（67.4～68.6 デシベル）と同程度であり、

これらの環境保全措置に一定の効果があったことが考えられる。このため、環境保全措置

の効果の不確実性は小さかったと考えられる。事後調査結果が予測結果と同程度であり、

さらに実行可能な範囲内で環境保全措置を実施し可能な限り回避・低減が図られているた

め、追加の環境保全措置の検討は行わなかった。 
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５－４ 振動 

5-4-1 評価書の予測内容 

5-4-1-1 建設機械稼働による振動（L10） 

（１）予測地域 

予測地域は、対象事業実施区域から概ね 100ｍの範囲とした。 

（２）予測地点 

予測地点は、敷地境界の４地点とした。予測範囲としては、敷地境界より概ね 100ｍの

範囲とした。 

（３）予測対象時期 

予測対象時期は、工事期間の中から、工事の種類や使用建設機械の種類、台数等を考慮

のうえ、周辺環境への影響が大きくなると想定される時期とし、表 5-4.1 に示すとおりと

した。 

 

表 5-4.1 予測対象時期 

予測時期 工事内容 主な建設機械 

工事開始後 
７ヵ月目 

準備・仮設工事 ・バックホウ（0.7ｍ3） 
・ブルドーザ（７ｔ） 
・マカダムローラ（10ｔ） 
・コンクリートポンプ車 土木工事 
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（４）予測手法 

① 予測項目 

  予測項目は、建設機械稼働による振動レベル80％レンジ上端値(Ｌ10)とした。 

② 予測の手順 

  建設機械稼働による振動の予測手順は、図5-4.1に示すとおりとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-4.1 建設機械稼働による振動レベルの予測手順 

事業計画 

建設機械の稼働条件設定 
・種類、規格 
・台数、配置 

振動の伝播理論式 

各振動源別の振動レベルの合成 

予測範囲の設定 

建設作業振動レベル 

予測時期の設定 

建設機械の 
振動レベル 

立地特性 
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③ 予測式 

個々の建設機械からの振動レベルは、以下に示す伝播理論式を用いて算出した。 
 
〈距離減衰〉 

ＶＬｉ＝Ｌ(ｒo)－20 log10 (ｒ／ro)
n－8.68･α・(ｒ－ro) 

 ：振動源からｒｍ離れた地点の振動レベル (デシベル) 
：振動源から roｍ離れた地点（基準点）の振動レベル(デシベル) 

ｒ ：振動源から受振点までの距離（ｍ） 
ｒo ：振動源から基準点までの距離（ｍ） 
ｎ ：幾何減衰係数（振動は、一般的に表面波と実態波が複合して伝播 

することから、表面波の幾何減衰係数（ｎ＝0.5）及び実体波の 
幾何減衰係数（ｎ＝1）の中間の値としてｎ＝0.75 とした） 

α ：内部摩擦係数 (計画地の下層地盤は砂が主体であるため、未固結 
地盤に対応するα＝0.01 とした)  

〈複数振動源の合成〉 
振動発生源が複数個になる場合は、各発生源による振動レベルを次式により合成し

て求めた。 
 

 
 

ＶＬ ：受振点の合成振動レベル(デシベル) 
ＶＬｉ：個別振動源による受振点での振動レベル(デシベル) 
ｎ  ：振動源の個数 

④ 予測条件 

建設機械の配置は、施工計画等をもとに図5-4.2に示すとおりとした。また、建設機

械の基準点距離における振動レベルは、既存資料等をもとに表5-4.2に示すとおり設定

した。 

 

表 5-4.2 建設機械稼働による振動予測の振動源条件 

建設機械 規 格 
稼働台数 
（台） 

振動レベル 
（デシベル） 

バックホウ 0.7ｍ3 4 76 

ブルドーザ ７ｔ 4 80 

マカダムローラ 10ｔ 4 62 

コンクリートポンプ車 － 1 59 

合  計 13 － 

注）振動レベルは、基準点距離１ｍ。 
出典：「建設工事に伴う騒音･振動対策ハンドブック〔第３版〕」 

（平成13年２月 (社)日本建設機械化協会） 

n

li

10
VLi

10 10log 10
　

　 　　　　　ＶＬ

ＶＬｉ 
Ｌ(ｒo) 
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図 5-4.2 建設機械の配置図（工事開始後７ヵ月目） 

この地図は、「銚子市平面図 12」「銚子市平面図 13」を使用したものである。 

100m

100m

100m

100m

調整池 

１：５，０００ 

0 50m 100m 200m 

Ｎ
凡 例 
    対象事業実施区域 
    バックホウ 
    ブルドーザ 
    マカダムローラ 

コンクリートポンプ車 
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（５）予測結果 

建設機械稼働による振動の予測結果は、表 5-4.3 及び図 5-4.3 に示すとおりである。 

敷地境界における振動レベルの最大値は、65 デシベルであり、規制基準を満足するもの

と予測する。 

 

表 5-4.3 建設機械稼働による振動の予測結果（Ｌ10） 

単位：デシベル 

予測地点 予測結果 規制基準注） 

予測地点の 

予測値 

地点Ａ 59 

75以下 

地点Ｂ 39 

地点Ｃ 51 

地点Ｄ 38 

敷地境界における 

振動レベルの最大値 
65 

注）特定建設作業における振動の基準。 
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凡 例 
対象事業実施区域 
予測地域 
等振動レベル線（単位：デシベル） 
最大レベル地点（65 デシベル） 
予測地点 １：５，０００ 

0 50m 100m 200m 

Ｎ

この地図は、「銚子市平面図 12」「銚子市平面図 13」を使用したものである。 

図 5-4.3 建設機械稼働による振動予測結果 

地点Ａ 

地点Ｂ 

地点Ｃ 

地点Ｄ 
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5-4-1-2 工事用車両による道路交通振動（L10） 

（１）予測地域 

予測地域は、工事用車両の走行によって交通量が相当程度変化する主要道路沿道の住居

等が存在する地域とし、対象事業実施区域から概ね２km の範囲内の主要な工事用車両ルー

ト上とした。 

（２）予測地点 

予測地点は、図 5-3.5（p.5-25）に示すとおり、工事用車両の搬入道路である県道及び

市道を対象に、沿道の住居等の分布状況を考慮して、代表的な４地点の道路端とした。 

（３）予測対象時期 

予測対象時期は、工事用車両の走行台数が最大となる時期を対象とし、工事開始後 28

ヵ月目とした。 

（４）予測手法 

① 予測項目 

  予測項目は、工事用車両による振動レベル80％レンジ上端値（L10）とした。 

② 予測の手順 

工事用車両による道路交通振動の予測手順は、図5-4.4に示すとおりとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図5-4.4 工事用車両による道路交通振動の予測手順 

現況振動レベル 
（現地調査結果） 

④  

工事用車両の走行に 
よる振動レベル 

（予測振動レベル） 
③＋④  

一般交通の交通条件 

一般交通による 
振動レベル計算結果 

①  

工事用車両による 
振動レベルの増加量 

③（②－①） 

将来交通の交通条件 
（一般交通＋工事用車両） 

将来交通による 
振動レベル計算結果 

②  
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③ 予測式 

予測式は、建設省土木研究所の提案式を用いた。 

 
Ｌ10＝Ｌ10

＊ -αｌ 

Ｌ10
＊＝ａlog10(log10Ｑ

＊)+ｂlog10Ｖ+ｃlog10Ｍ+ｄ+ασ+αf+αs  

 

ここで、Ｌ10 ：振動レベルの80％レンジの上端値の予測値（デシベル） 

Ｌ10
＊ ：基準点における振動レベルの80％レンジの上端値の予測値（デシベル） 

※基準点は、平面道路については最外側車線中心より５ｍ地点とした。 

Ｑ＊ ：500秒間の１車線当たり等価交通量（台/500秒/車線） 

 

 

Ｑ1  ：小型車時間交通量（台/時） 

Ｑ2  ：大型車時間交通量（台/時） 

Ｋ  ：大型車の小型車への換算係数（Ｖ≦100km/時のとき13） 

Ｖ  ：平均走行速度（㎞/時） 

Ｍ  ：上下車線合計の車線数 

ασ  ：路面の平坦性による補正値（デシベル） 

ασ＝8.2log10σ（アスファルト舗装） 

σ：３ｍプロフィルによる路面凹凸の標準偏差（㎜） 

※ここでは、交通量の多い一般道路のうち、予測結果が最大

となる5.0㎜を用いた。 

αf  ：地盤卓越振動数による補正値（デシベル） 

αf＝－17.3log10ｆ（ｆ≧８Hz のとき：平面道路） 

ｆ：地盤卓越振動数（Hz） 

※ここでは、現地調査結果に基づき以下のように設定した。 

地点①（銚子海上線）    ：19.2Hz 

地点②（銚子海上線）  ：25.0Hz 

地点③（銚子海上線）    ：16.0Hz 

地点④（市道1021号線）  ：20.0Hz 

αs  ：道路構造による補正値（０デシベル（盛土道路、切土道路、堀割道路以外）） 

αl  ：距離減衰値（デシベル） 

β＝0.068Ｌ10
*-2.0（平面道路の粘土地盤） 

ｒ：基準点から予測地点までの距離（ｍ） 

ａ、ｂ、ｃ、ｄ：定数 ａ=47 

ｂ=12 

ｃ=3.5（平面道路） 

ｄ=27.3（平面道路） 

 

 

 

）Ｑ Ｋ ＋Ｑ 　　(　　
Ｍ

１
　　　　

3,600

500
　＝　　Ｑ ２１　

log2

5

r
βlog
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④ 予測条件 

ア．予測時間帯 

予測時間帯は、工事用車両が走行する時間帯（７時～19時の12時間）とした。 

イ．交通条件 

予測に用いる交通量は、現地調査結果に基づく交通量を一般交通量とし、工事用車

両を加えて、表5-4.4(1)～(4)に示す交通量を設定した。 

 
表5-4.4(1) 予測に用いる交通量（断面交通量） 

【地点①：銚子海上線】 
単位：台 

時間帯 
一般交通量 工事用車両 全体交通量 

大型 小型 合計 大型 小型 合計 大型 小型 合計 

7～8 74 846 920 0 130 130 74 976 1,050 

8～9 89 422 511 16 0 16 105 422 527 

9～10 106 371 477 16 0 16 122 371 493 

10～11 122 332 454 16 0 16 138 332 470 

11～12 87 339 426 16 0 16 103 339 442 

12～13 87 340 427 0 0 0 87 340 427 

13～14 113 341 454 16 0 16 129 341 470 

14～15 102 320 422 16 0 16 118 320 438 

15～16 100 379 479 16 0 16 116 379 495 

16～17 63 443 506 14 0 14 77 443 520 

17～18 41 614 655 14 0 14 55 614 669 

18～19 21 479 500 0 130 130 21 609 630 

合計 1,005 5,226 6,231 140 260 400 1,145 5,486 6,631 

注）工事用車両の全体交通量に対する比率（７～19時の12時間）は、6.0％である。 

 

表5-4.4(2) 予測に用いる交通量（断面交通量） 

【地点②：銚子海上線】 
単位：台 

時間帯 
一般交通量 工事用車両 全体交通量 

大型 小型 合計 大型 小型 合計 大型 小型 合計 

7～8 80 898 978 0 130 130 80 1,028 1,108 

8～9 108 466 574 16 0 16 124 466 590 

9～10 100 370 470 16 0 16 116 370 486 

10～11 110 358 468 16 0 16 126 358 484 

11～12 102 365 467 16 0 16 118 365 483 

12～13 85 371 456 0 0 0 85 371 456 

13～14 108 376 484 16 0 16 124 376 500 

14～15 97 356 453 16 0 16 113 356 469 

15～16 96 401 497 16 0 16 112 401 513 

16～17 58 451 509 14 0 14 72 451 523 

17～18 38 653 691 14 0 14 52 653 705 

18～19 26 523 549 0 130 130 26 653 679 

合計 1,008 5,588 6,596 140 260 400 1,148 5,848 6,996 

注）工事用車両の全体交通量に対する比率（７～19時の12時間）は、5.7％である。 
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表5-4.4(3) 予測に用いる交通量（断面交通量） 

【地点③：銚子海上線】 
単位：台 

時間帯 
一般交通量 工事用車両 全体交通量 

大型 小型 合計 大型 小型 合計 大型 小型 合計 

7～8 45 583 628 0 65 65 45 648 693 

8～9 64 269 333 16 0 16 80 269 349 

9～10 48 205 253 16 0 16 64 205 269 

10～11 72 192 264 16 0 16 88 192 280 

11～12 62 194 256 16 0 16 78 194 272 

12～13 57 201 258 0 0 0 57 201 258 

13～14 63 220 283 16 0 16 79 220 299 

14～15 49 212 261 16 0 16 65 212 277 

15～16 53 249 302 16 0 16 69 249 318 

16～17 49 290 339 14 0 14 63 290 353 

17～18 25 338 363 14 0 14 39 338 377 

18～19 21 302 323 0 65 65 21 367 388 

合計 608 3,255 3,863 140 130 270 748 3,385 4,133 

注）工事用車両の全体交通量に対する比率（７～19時の12時間）は、6.5％である。 

 

表5-4.4(4) 予測に用いる交通量（断面交通量） 

【地点④：市道1021号線】 
単位：台 

時間帯 
一般交通量 工事用車両 全体交通量 

大型 小型 合計 大型 小型 合計 大型 小型 合計 

7～8 43 417 460 0 65 65 43 482 525 

8～9 58 245 303 0 0 0 58 245 303 

9～10 62 221 283 0 0 0 62 221 283 

10～11 66 214 280 0 0 0 66 214 280 

11～12 60 229 289 0 0 0 60 229 289 

12～13 38 214 252 0 0 0 38 214 252 

13～14 59 224 283 0 0 0 59 224 283 

14～15 64 196 260 0 0 0 64 196 260 

15～16 53 202 255 0 0 0 53 202 255 

16～17 21 225 246 0 0 0 21 225 246 

17～18 17 365 382 0 0 0 17 365 382 

18～19 5 261 266 0 65 65 5 326 331 

合計 546 3,013 3,559 0 130 130 546 3,143 3,689 

注）工事用車両の全体交通量に対する比率（７～19時の12時間）は、3.5％である。 

 
ウ．走行速度  

走行速度は、「5-3-1-2 工事用車両による道路交通騒音」と同様とした（表5-3.5

（p.5-27）参照）。 
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エ．道路断面 

予測地点の道路断面、予測基準点及び予測点は、図5-4.5に示すとおり設定した。

予測基準点は、最外側車線の中心から5.0ｍの位置とした。なお、地点④については

１車線の道路であるが、すれ違いのため車両が車線中央ではなく路肩に寄って走行し

ていたことから、実態に合わせて最外側車線の中心を車道中央から１ｍの位置とした。 

 

【地点①：銚子海上線】 

 

 

 

 

【地点②：銚子海上線】 

 

 

 

 

 

【地点③：銚子海上線】 

 

 

 

 

 

【地点④：市道1021号線】 

 

 

 

 

 

図5-4.5 予測地点道路断面図（地点①～地点④） 
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（５）予測結果 

工事用車両による道路交通振動の予測結果は、表 5-4.5 に示すとおりである。 

予測振動レベルは、42.7～47.9 デシベルであり、いずれの地点も参考基準値を下回るも

のと予測する。また、工事用車両による振動レベルの増加量は、地点①及び②で 0.5 デシ

ベル、地点③で 0.8 デシベル、地点④で 0.1 デシベルと予測する。 

 

表 5-4.5 工事用車両による道路交通振動の予測結果（Ｌ10） 

単位：デシベル 

予測地点 

（道路名） 

時

間 

区

分 

現況 

振動レベル 

（現地調査結果）

(1) 

予測振動 

レベル 

(2) 

増加量 

 

(2)－(1) 

参考 

基準値注１） 

地点①（銚子海上線） 昼間 47.4 47.9 0.5 

65 

地点②（銚子海上線） 昼間 43.0 43.5 0.5 

地点③（銚子海上線） 昼間 46.5 47.3 0.8 

地点④（市道1021号線） 昼間 42.5 42.7 0.2 

注１）いずれの地点も道路交通振動の要請限度が適用されないため、周辺の土地利用状

況等を考慮して、第一種区域の要請限度を参照のうえ参考基準値を設定した。 

注２）現況振動レベル及び予測振動レベルは、工事用車両の走行時間帯における平均値

を示す。 
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5-4-2 事後調査 

5-4-2-1 事後調査項目 

①建設機械稼働による振動（L10） 

②工事用車両による道路交通振動（L10） 

5-4-2-2 調査地点 

建設機械稼働による振動の調査地点は、図5-3.7（p.5-33）に示すとおり、評価書

で現地調査及び予測を行った地点のうち、保全対象立地位置を勘案して西側敷地境界

付近の１地点とした。 

工事用車両による道路交通振動の調査地点は、図5-3.8（p.5-34）に示すとおり、

評価書で現地調査及び予測を行った地点のうち、工事用車両（大型車）が走行する３

地点とした。 

なお、建設機械稼働による振動は、工事敷地境界に設置した仮囲いの敷地内側で調

査を行った。 

5-4-2-3 調査方法 

振動レベルの測定方法は、表5-4.6に示すとおり、日本工業規格「振動レベル測定

方法（JIS Z 8735）」に準拠した方法とした。 

なお、建設機械稼働による振動は、工事敷地境界に設置した仮囲いの敷地内側で調

査を行った。調査時の建設機械配置図は、図5-4.6に示すとおりである。 

 

表5-4.6 調査方法 

調査項目 調査方法 

振動レベル 
日本工業規格「振動レベル測定方法（JIS Z 8735）」 

に準拠した方法 
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１：２，５００ 

0 25m 50m 100m 

Ｎ

この地図は、「銚子市平面図 

13」を使用したものである。 

環境調査日：11月 26 日（月） 

調査時間 ：11時台 

稼 働 
   バックホウ 
   ブルドーザ 
   キャリアダンプ 

凡 例 
 対象事業実施区域 

図 5-4.6 調査時の建設機械配置（造成工事：11 時台） 

騒音・振動調査地点 
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5-4-2-4 調査期間等 

（１）建設機械稼働による振動（L10） 

調査期間は、評価書と同様に施工期間において影響が最大となる時期の 1日間（工事実

施時間帯）とし、表 5-4.7 に示すとおりとした。 

 

表5-4.7 調査期間（建設機械稼働による振動） 

調査項目 調査期間 

建設機械稼働による振動（L10） 平成 30年 11 月 26 日（月）７時～17 時（10時間） 

 

（２）工事用車両による道路交通振動（L10） 

調査期間は、評価書と同様に施工期間において工事用車両の走行台数が最大となる時期

の 1日間（工事用車両走行時間帯）とし、表 5-4.8 に示すとおりとした。 

 

表5-4.8 調査期間（道路交通振動） 

調査項目 調査期間 

工事用車両による 

道路交通振動（L10） 
令和２年８月７日（金）6時 00 分～20時 00 分（14 時間） 
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5-4-2-5 事後調査結果 

（１）建設機械稼働による振動（L10） 

建設機械稼働による振動の調査結果は、表 5-4.9 に示すとおりである。 

最大で 41デシベルであった。 

 

表5-4.9 事後調査結果(建設機械稼働による振動) 

単位：デシベル 

調査地点 時間率振動レベル(L10) 

対象事業実施区域 41 

注）最大値となった 11時台の測定結果である。 

 

（２）工事用車両による道路交通振動（L10） 

工事用車両による道路交通振動の調査結果は、表 5-4.10 に示すとおりである。 

地点①で 43 デシベル、地点②で 45 デシベル、地点③で 50 デシベルであった。 

 

表5-4.10 事後調査結果(道路交通振動) 

単位：デシベル 

調査地点 時間率振動レベル(L10) 

地点① 43.4（38.3～46.2） 

地点② 44.9（38.0～48.9） 

地点③ 50.4（44.8～53.1） 

注）調査結果は７～19時の平均値であり、（）内の値は７～19時の測定値の幅を示す。 
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5-4-2-6 事後調査結果と予測結果の比較検討 

（１）建設機械稼働による振動（L10） 

事後調査結果と予測結果の比較は、表 5-4.11 に示すとおりである。 

事後調査結果は 41 デシベルであり、評価書の予測結果（敷地境界西側である予測地点 D）

の 38 デシベルを上回っていた。この要因として、建設機械の配置が予測条件よりも事後

調査地点（予測地点）に近い位置で稼働していた（図 5-4.6（p.5-55）参照）ことから、

事後調査の結果が予測結果を上回ったものと考えられる。 

また、事後調査結果と特定建設作業振動に係る規制基準を比較すると、事後結果は規制

基準の 75デシベルを下回っていた。 

 
表5-4.11 事後調査結果と予測結果との比較(建設機械稼働による振動) 

単位：デシベル 
調査地点 事後調査結果 予測結果 規制基準 

対象事業実施区域 41 38 75 

注）規制基準は、特定建設作業振動に係る規制基準。 
 

（２）工事用車両による道路交通振動（L10） 

事後調査結果と予測結果の比較は、表 5-4.12 に示すとおりである。 

事後調査結果は、地点①で 43.4 デシベル、地点②で 44.9 デシベル、地点③で 50.4 デ

シベルであり、評価書の予測結果を地点①では下回り、地点②及び地点③では上回る結果

であった。この要因として、地点①では調査断面における道路の舗装工事が実施されたこ

とにより、振動が軽減された可能性が考えられる。また、地点②及び地点③では環境保全

措置の実施によって工事用車両の集中は避けられたものの、振動測定側車線での大型車の

増加により振動の影響を受けやすくなっていたものと考えられる。 

また、事後調査結果と参考基準値を比較すると、すべての地点で下回っていた。 

 

表5-4.12 事後調査結果と予測結果との比較(道路交通振動) 
単位：デシベル 

調査地点 
事後調査結果 
（７～19 時） 

予測結果 
（７～19 時） 

評価書の 
現地調査結果 
（７～19 時） 

参考基準値 

地点① 
43.4 

（38.3～46.2） 
47.9 

（43.5～50.8） 
47.4 

（42.7～50.4） 

65 以下 地点② 
44.9 

（38.0～48.9） 
43.5 

（38.6～46.4） 
43.0 

（37.9～45.9） 

地点③ 
50.4 

（44.8～53.1） 
47.3 

（42.9～49.2） 
46.5 

（42.3～48.4） 

注 1）調査及び予測結果は７～19時の平均値であり、（）内の値は７～19時の値の幅を示す。 

注 2）対象事業実施区域周辺の道路沿道では道路交通振動の要請限度が適用されないため、第

一種区域の基準値（昼間：65デシベル以下）を参照のうえ参考基準値を設定した。 
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5-4-2-7 環境保全措置の効果の程度及び効果の不確実性の程度 

（１）建設機械稼働による振動（L10） 

本事業では、環境保全措置として以下の内容を実施した。 

・発生振動が極力小さくなる施工方法や手順を十分に検討した。 

・建設機械の集中稼働を避け、効率的な稼働に努めた。 

・建設機械の整備、点検を徹底した。 

事後調査結果（41 デシベル）が予測結果（38 デシベル）を上回っていたものの、規制

基準（75 デシベル）を十分に下回っており、これらの環境保全措置に一定の効果があった

ことが考えられる。このため、環境保全措置の効果の不確実性は小さかったと考えられる。

事後調査結果が予測結果を上回っていたものの、事後調査時のような振動の影響が大きい

建設機械が保全対象の位置する敷地境界付近で稼働するのは作業工程から一時的である

こと、人の振動感覚閾値（55 デシベル）を超過していなかったこと、また、実行可能な範

囲内で環境保全措置を実施し、可能な限り回避・低減が図られているため、追加の環境保

全措置の検討は行わなかった。 
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（２）工事用車両による道路交通振動（L10） 

本事業では、環境保全措置として以下の内容を実施した。 

・工事用車両が集中しないように工程等の管理や配車の計画を行った。 

・工事用車両の通行は、一般車両の多い通勤時間帯などを避けるように努めた。 

・急発進・急加速などの高負荷運転防止等のエコドライブを徹底した。 

・工事用車両の整備、点検を徹底した。 

・工事関係者の通勤車両台数を減らすために、通勤車両の相乗りに努めた。 

事後調査結果（43.4～50.4 デシベル）が予測結果（43.0～47.4 デシベル）と概ね同程

度であり、これらの環境保全措置に一定の効果があったことが考えられる。このため、環

境保全措置の効果の不確実性は小さかったと考えられる。事後調査結果が予測結果と同程

度であり、さらに実行可能な範囲内で環境保全措置を実施し可能な限り回避・低減が図ら

れているため、追加の保全措置の検討は行わなかった。 
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資料１． 

建設機械稼働による騒音レベル 

測定結果 
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表 建設機械稼働による騒音レベル測定結果 

測定日：2018年11月26日(月)

調査地点：事業実施区域内

dB

等価騒音
レベル

時間率騒音レベル

Leq L5 L10 L50 L90 L95

7時 50.6 53.7 52.4 49.8 48.7 48.4

8時 54.3 58.9 56.7 50.8 47.5 46.5

9時 50.6 54.9 53.3 48.8 44.0 43.0

10時 51.6 56.7 54.1 49.3 45.6 44.6

11時 54.9 60.3 59.0 51.2 47.7 46.7

12時 42.9 47.7 46.7 40.3 35.8 35.1

13時 57.5 59.2 57.9 56.4 55.7 55.5

14時 57.1 60.5 58.9 56.4 51.9 50.7

15時 53.6 57.2 56.0 52.3 47.9 44.9

16時 50.5 54.8 53.5 49.0 44.9 44.0

17時 44.2 47.3 46.4 43.1 39.9 39.2

平均 53 56 54 50 46 45

(注)

  1.各時間値及び基準時間帯平均等価騒音レベルは、有効データのエネルギー平均値である。

  2.各時間値及び基準時間帯平均時間率騒音レベルは、有効データの算術平均値である。

  3.13時、14時は隣のJA集出荷所駐車場に駐車しているトラックのアイドリング音の影響を受け

    L50、L90、L95に影響を与えている。
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道路交通騒音レベル測定結果 
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表 道路交通騒音レベル測定結果 

測 定 日：2020年8月7日(金)

測定地点：地点①

dB

等価騒音
レベル

時間率騒音レベル

Leq L5 L10 L50 L90 L95

 6～7 68.8 74.1 71.1 59.8 52.4 50.8

 7～8 69.6 75.1 72.7 64.1 55.8 54.3

 8～9 71.0 76.4 73.0 63.3 55.6 53.5

 9～10 71.3 77.1 74.1 63.1 54.8 53.0

 10～11 71.0 77.0 74.0 62.2 54.0 52.5

 11～12 70.2 76.2 73.0 61.7 54.6 53.0

 12～13 68.5 74.3 70.7 60.0 53.8 52.6

 13～14 69.9 76.3 72.6 61.7 55.2 54.1

 14～15 69.7 76.1 72.6 62.2 56.2 55.0

 15～16 69.5 75.3 72.0 61.9 55.5 54.3

 16～17 69.2 74.3 71.2 61.4 55.6 54.4

 17～18 67.8 72.8 70.6 62.5 56.2 55.1

 18～19 65.9 71.0 68.6 60.0 54.0 52.8

 19～20 63.4 69.5 66.9 56.8 49.3 47.3

平均 69.0 75 72 61 55 53

(注)

  1.各時間値及び基準時間帯平均等価騒音レベルは、有効データのエネルギー平均値である。

  2.各時間値及び基準時間帯平均時間率騒音レベルは、有効データの算術平均値である。
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表 道路交通騒音レベル測定結果 

測 定 日：2020年8月7日(金)

測定地点：地点②

dB

等価騒音
レベル

時間率騒音レベル

Leq L5 L10 L50 L90 L95

 6～7 68.2 74.4 71.8 60.0 49.8 47.5

 7～8 69.6 74.9 73.1 66.0 55.3 53.1

 8～9 68.9 74.8 72.5 62.4 51.6 49.1

 9～10 69.2 75.9 73.1 61.8 50.9 48.7

 10～11 69.2 75.9 73.0 61.9 51.4 49.2

 11～12 69.0 75.5 72.8 61.0 51.6 49.9

 12～13 67.6 73.9 71.4 58.5 50.6 49.7

 13～14 68.3 75.0 72.2 59.9 51.2 49.9

 14～15 68.8 75.5 72.6 61.6 54.1 53.0

 15～16 68.4 74.4 71.9 61.5 53.4 52.3

 16～17 68.4 73.5 71.3 61.1 53.8 52.7

 17～18 68.2 73.8 72.2 64.0 55.7 54.2

 18～19 67.0 73.0 71.0 60.1 51.6 49.9

 19～20 64.8 71.8 69.5 56.3 45.8 43.1

平均 68 74 72 61 52 50

(注)

  1.各時間値及び基準時間帯平均等価騒音レベルは、有効データのエネルギー平均値である。

  2.各時間値及び基準時間帯平均時間率騒音レベルは、有効データの算術平均値である。

測定時間
（時）

30

40

50

60

70

80

6
～

7

7
～

8

8
～

9

9
～

1
0

1
0
～

1
1

1
1
～

1
2

1
2
～

1
3

1
3
～

1
4

1
4
～

1
5

1
5
～

1
6

1
6
～

1
7

1
7
～

1
8

1
8
～

1
9

1
9
～

2
0

（dB）

測定時間（時）

L5 L50 L95 Leq

 



 資-4

表 道路交通騒音レベル測定結果 

測 定 日：2020年8月7日(金)

測定地点：地点③ 

dB

等価騒音
レベル

時間率騒音レベル

Leq L5 L10 L50 L90 L95

 6～7 67.6 74.2 71.3 57.1 45.2 42.7

 7～8 70.0 75.9 74.0 64.4 50.6 47.1

 8～9 68.3 74.9 72.2 59.0 46.7 44.0

 9～10 68.2 75.0 71.6 57.0 47.7 46.1

 10～11 67.7 74.7 71.5 56.0 45.9 44.3

 11～12 67.4 74.2 71.1 55.6 45.8 44.4

 12～13 66.7 73.4 70.5 55.2 47.1 45.7

 13～14 68.1 74.5 71.5 56.6 46.9 45.5

 14～15 67.3 73.8 71.1 57.0 48.0 46.3

 15～16 68.2 74.6 71.7 57.8 47.4 45.6

 16～17 68.4 74.8 72.1 59.0 47.8 45.6

 17～18 69.4 74.4 72.4 62.1 51.8 49.4

 18～19 67.1 73.4 71.2 58.9 47.1 44.9

 19～20 64.8 72.0 68.7 53.6 39.5 38.1

平均 68 74 71 58 47 45

(注)

  1.各時間値及び基準時間帯平均等価騒音レベルは、有効データのエネルギー平均値である。

  2.各時間値及び基準時間帯平均時間率騒音レベルは、有効データの算術平均値である。

測定時間
（時）

30

40

50

60

70

80

6
～

7

7
～

8

8
～

9

9
～

1
0

1
0
～

1
1

1
1
～

1
2

1
2
～

1
3

1
3
～

1
4

1
4
～

1
5

1
5
～

1
6

1
6
～

1
7

1
7
～

1
8

1
8
～

1
9

1
9
～

2
0

（dB）

測定時間（時）

L5 L50 L95 Leq

 





 

 

 

 

資料３． 

建設機械稼働による振動レベル 

測定結果 
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表 建設機械稼働による振動レベル測定結果 

測定日：2018年11月26日(月)

調査地点：事業実施区域内

dB

時間率振動レベル

L10 L50 L90

7時 27.2 19.5 16.7

8時 37.6 25.2 17.9

9時 35.5 25.8 20.9

10時 34.2 24.2 20.2

11時 41.0 27.6 22.4

12時 22.1 18.0 14.7

13時 38.8 36.8 33.9

14時 38.2 35.4 27.4

15時 32.8 27.9 23.3

16時 31.3 22.8 19.0

17時 19.1 15.0 12.8

平均 33 25 21

(注)

  1.各時間値及び基準時間帯平均時間率振動レベルは、有効データの算術平均値である。

  2.測定下限値(25dB)未満の値は参考値とする。

  3.13時、14時は隣のJA集出荷所駐車場に駐車しているトラックのアイドリングの

    影響を受けL50、L90に影響を与えている。
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資料４． 

道路交通振動レベル測定結果 
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表 道路交通振動レベル測定結果 

測 定 日：2020年8月7日(金)

測定地点：地点①

dB

時間率振動レベル

L10 L50 L90

 6～7 41.0 29.7 22.1

 7～8 42.9 33.6 25.9

 8～9 44.0 33.2 26.8

 9～10 46.0 34.4 26.6

 10～11 46.2 34.0 25.6

 11～12 45.7 33.0 25.1

 12～13 42.7 30.8 23.7

 13～14 45.4 32.7 25.6

 14～15 44.3 33.1 25.3

 15～16 43.9 32.9 25.5

 16～17 42.1 32.0 24.5

 17～18 39.7 31.4 23.5

 18～19 38.3 29.0 20.9

 19～20 35.5 25.2 17.2

昼間 43 32 25

夜間 40 30 22

(注)

  1.各時間値及び基準時間帯平均時間率振動レベルは、有効データの算術平均値である。

  2.測定下限値(25dB)未満の値は参考値とする。

  3.時間の区分 昼間:8～19時 夜間:6～8時、19時～20時 
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表 道路交通振動レベル測定結果 

測 定 日：2020年8月7日(金)

測定地点：地点②

dB

時間率振動レベル

L10 L50 L90

 6～7 41.1 26.0 15.7

 7～8 44.5 34.2 20.4

 8～9 45.0 31.6 18.6

 9～10 48.2 32.1 19.5

 10～11 48.9 32.5 19.4

 11～12 47.2 31.4 18.2

 12～13 43.3 27.3 16.6

 13～14 47.8 31.5 18.4

 14～15 47.7 31.7 20.1

 15～16 46.0 31.5 18.6

 16～17 42.8 29.8 18.0

 17～18 40.3 32.2 18.4

 18～19 38.0 27.0 14.7

 19～20 36.3 20.9 11.7

昼間 45 31 18

夜間 41 27 16

(注)

  1.各時間値及び基準時間帯平均時間率振動レベルは、有効データの算術平均値である。

  2.測定下限値(25dB)未満の値は参考値とする。

  3.時間の区分 昼間:8～19時 夜間:6～8時、19時～20時 
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表 道路交通振動レベル測定結果 

測 定 日：2020年8月7日(金)

測定地点：地点③

dB

時間率振動レベル

L10 L50 L90

 6～7 45.5 28.7 17.4

 7～8 50.1 39.0 23.0

 8～9 50.5 34.3 20.1

 9～10 53.1 33.8 22.3

 10～11 52.9 34.4 21.0

 11～12 50.5 32.3 20.0

 12～13 49.2 32.1 17.2

 13～14 52.6 34.5 20.2

 14～15 49.9 33.4 21.4

 15～16 52.6 35.2 20.9

 16～17 52.0 35.6 20.8

 17～18 47.0 36.6 20.5

 18～19 44.8 31.5 15.9

 19～20 42.1 23.4 12.7

昼間 50 34 20

夜間 46 30 18

(注)

  1.各時間値及び基準時間帯平均時間率振動レベルは、有効データの算術平均値である。

  2.測定下限値(25dB)未満の値は参考値とする。

  3.時間の区分 昼間:8～19時 夜間:6～8時、19時～20時 
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資料５． 

自動車交通量調査結果 
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表 自動車交通量調査結果 

 
地点① 

6:00～7:00 228 35 263 13.3 0 174 29 203 14.3 3 402 64 466 13.7 3

7:00～8:00 512 23 535 4.3 0 387 64 451 14.2 1 899 87 986 8.8 1

8:00～9:00 326 67 393 17.0 0 210 46 256 18.0 2 536 113 649 17.4 2

9:00～10:00 228 73 301 24.3 1 141 90 231 39.0 0 369 163 532 30.6 1

10:00～11:00 199 91 290 31.4 2 164 69 233 29.6 0 363 160 523 30.6 2

11:00～12:00 173 65 238 27.3 0 189 71 260 27.3 0 362 136 498 27.3 0

12:00～13:00 191 40 231 17.3 2 176 34 210 16.2 0 367 74 441 16.8 2

13:00～14:00 188 66 254 26.0 2 152 55 207 26.6 0 340 121 461 26.2 2

14:00～15:00 192 60 252 23.8 3 198 66 264 25.0 1 390 126 516 24.4 4

15:00～16:00 200 55 255 21.6 0 211 54 265 20.4 0 411 109 520 21.0 0

16:00～17:00 261 39 300 13.0 1 263 26 289 9.0 0 524 65 589 11.0 1

17:00～18:00 360 19 379 5.0 2 355 16 371 4.3 0 715 35 750 4.7 2

18:00～19:00 227 18 245 7.3 0 299 7 306 2.3 0 526 25 551 4.5 0

19:00～20:00 168 4 172 2.3 0 188 4 192 2.1 0 356 8 364 2.2 0

合計 3,453 655 4,108 15.9 13 3,107 631 3,738 16.9 7 6,560 1,286 7,846 16.4 20

時間＼車種
自動車類
合計
（台）

小型車
（台）

小型車
（台）

大型車
（台）

自動車類
合計

（台）

二輪車
（台）

二輪車
（台）

大型車
（台）

大型車
混入率
（％）

大型車
混入率
（％）

対象事業実施区域方向 かもめ大橋方向 断面合計

小型車
（台）

大型車
（台）

自動車類
合計

（台）

二輪車
（台）

大型車
混入率
（％）

 
地点② 

6:00～7:00 172 32 204 15.7 0 218 39 257 15.2 3 390 71 461 15.4 3

7:00～8:00 421 22 443 5.0 0 436 64 500 12.8 1 857 86 943 9.1 1

8:00～9:00 333 64 397 16.1 2 212 51 263 19.4 3 545 115 660 17.4 5

9:00～10:00 226 66 292 22.6 2 150 76 226 33.6 0 376 142 518 27.4 2

10:00～11:00 192 90 282 31.9 2 173 70 243 28.8 1 365 160 525 30.5 3

11:00～12:00 142 64 206 31.1 1 145 69 214 32.2 1 287 133 420 31.7 2

12:00～13:00 188 44 232 19.0 2 179 35 214 16.4 0 367 79 446 17.7 2

13:00～14:00 161 58 219 26.5 2 135 66 201 32.8 0 296 124 420 29.5 2

14:00～15:00 203 68 271 25.1 3 206 66 272 24.3 1 409 134 543 24.7 4

15:00～16:00 213 57 270 21.1 1 221 56 277 20.2 2 434 113 547 20.7 3

16:00～17:00 274 42 316 13.3 1 228 27 255 10.6 1 502 69 571 12.1 2

17:00～18:00 390 27 417 6.5 2 363 11 374 2.9 0 753 38 791 4.8 2

18:00～19:00 236 17 253 6.7 0 285 6 291 2.1 0 521 23 544 4.2 0

19:00～20:00 175 4 179 2.2 0 193 3 196 1.5 0 368 7 375 1.9 0

合計 3,326 655 3,981 16.5 18 3,144 639 3,783 16.9 13 6,470 1,294 7,764 16.7 31

旭市方向 対象事業実施区域方向 断面合計

小型車
（台）

大型車
（台）

自動車類
合計

（台）

二輪車
（台）

大型車
混入率
（％）

時間＼車種
自動車類
合計
（台）

小型車
（台）

小型車
（台）

大型車
（台）

自動車類
合計

（台）

二輪車
（台）

二輪車
（台）

大型車
（台）

大型車
混入率
（％）

大型車
混入率
（％）

 
地点③ 

6:00～7:00 143 27 170 15.9 1 115 10 125 8.0 0 258 37 295 12.5 1

7:00～8:00 399 36 435 8.3 3 338 18 356 5.1 2 737 54 791 6.8 5

8:00～9:00 265 31 296 10.5 2 251 34 285 11.9 0 516 65 581 11.2 2

9:00～10:00 169 52 221 23.5 0 157 50 207 24.2 0 326 102 428 23.8 0

10:00～11:00 183 53 236 22.5 0 168 38 206 18.4 0 351 91 442 20.6 0

11:00～12:00 151 35 186 18.8 2 134 33 167 19.8 0 285 68 353 19.3 2

12:00～13:00 163 30 193 15.5 2 135 28 163 17.2 0 298 58 356 16.3 2

13:00～14:00 160 47 207 22.7 0 152 42 194 21.6 2 312 89 401 22.2 2

14:00～15:00 149 33 182 18.1 0 149 23 172 13.4 0 298 56 354 15.8 0

15:00～16:00 176 43 219 19.6 3 168 46 214 21.5 0 344 89 433 20.6 3

16:00～17:00 213 38 251 15.1 1 224 29 253 11.5 1 437 67 504 13.3 2

17:00～18:00 280 18 298 6.0 4 313 20 333 6.0 2 593 38 631 6.0 6

18:00～19:00 189 16 205 7.8 1 237 10 247 4.0 0 426 26 452 5.8 1

19:00～20:00 147 8 155 5.2 0 116 6 122 4.9 1 263 14 277 5.1 1

合計 2,787 467 3,254 14.4 19 2,657 387 3,044 12.7 8 5,444 854 6,298 13.6 27

対象事業実施区域方向 旭市方向 断面合計

小型車
（台）

大型車
（台）

自動車類
合計

（台）

二輪車
（台）

大型車
混入率
（％）

時間＼車種
自動車類
合計
（台）

小型車
（台）

小型車
（台）

大型車
（台）

自動車類
合計

（台）

二輪車
（台）

二輪車
（台）

大型車
（台）

大型車
混入率
（％）

大型車
混入率
（％）

 
 


